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総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２９年１１月８日（水） 午前９時５９分 開会 

  平成２８年１１月１５日（） 午後４時４４分 散会   

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 渡辺慎吾   副委員長 福住礼子   委  員 野口 博 

  委  員 中川嘉彦   委  員 三好義治   委  員 香川良平 

  委  員 松本暁彦 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山一正  副市長 奥村良夫 

市長公室長 山本和憲   

総務部長 井口久和  同部次長兼市民税課長 橋本英樹 

同部参事兼総務課長 松方和彦  同部参事兼固定資産税課長 中西利之 

防災管財課長 古賀順也  財政課長 谷内田 修  情報政策課長 槙納 縁 

納税課長 早川 茂  工事検査室長 松波利彦 

建設部長 土井正治  同部次長 山本博毅 

同部参事兼都市計画課長 西川 聡  同課参事 藤原利忠 

水みどり課長 竹下博和  建築課長 寺田満夫 

道路管理課 井上斉之  道路交通課 永田 享 

選挙管理委員会・監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局長 豊田拓夫 

消防長 明原 修  消防署長 橋本雅昭 

総務課長 松田俊也  予防課 納家浩二 

警備課長 木下正雄  同課参事 日野啓二 

警防第２課長 林 州次  同課参事 小田原利博 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤井智哉 同局次長代理 田村信也 同局総括主査 香山叔彦 

 

１．審査案件 

  認定第１号 平成２８年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 
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  認定第４号 平成２８年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件 
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（午前９時５９分 開会） 

○渡辺慎吾委員長 ただいまから、建設常

任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 ちょっとの間いいお天気続いてました

けれども、久々の雨模様となりましたが、

そんな中、本日は総務建設常任委員会をお

持ちいただきまして、大変ありがとうござ

います。本日は平成２８年度の決算につい

て、所管部分についてのご審査をいただく

わけでございますけれども、何とぞ慎重審

査の上、ご認定いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

 一旦退席させていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は中川委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、まず最初に

認定第１号所管分の審査を行い、次に認定

第４号の審査を行うことに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 異議なしと認め、その

ように決定いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時   休憩） 

（午前１０時１分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 井口総務部長。 

○井口総務部長 おはようございます。 

 それでは、補足説明をさせていただきま

す。 

 認定第１号、平成２８年度摂津市一般会

計歳入歳出決算のうち、総務部に係る部分

につきまして、目を追って主なものについ

て、補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、決算書２６

ページ、款１市税、項１市民税、目１個人

は、前年度に比べ１．９％、８，２００万

５，５７１円の増額となっております。 

 目２法人は、前年度に比べて６．９％、

１億６，０１５万１，６４２円の減額とな

っております。 

 項２固定資産税、目１固定資産税は、前

年度に比べ２．４％、２億３０１万５，０

９９円の増額となっております。 

 項３軽自動車税、目１軽自動車税は、前

年度に比べ２７．１％、２，４５６万９，

９５１円の増額となっております。 

 項４市たばこ税、目１市たばこ税は、前

年度に比べ１１３．６％、９億２７４万４

３２円の増額となっております。 

 項５都市計画税、目１都市計画税は、前

年度に比べ１．９％、３，０３５万８，６

７１円の増額となっております。 

 款２地方譲与税、項１地方揮発油譲与税、

目１地方揮発油譲与税は、前年度に比べ５．

１％、２３２万５，００１円の減額となっ

ております。 

 項２自動車重量譲与税、目１自動車重量

譲与税は、前年度に比べ０．４％、３８万

９，０００円の増額となっております。 

 ２８ページ、款３利子割交付金、項１利

子割交付金、目１利子割交付金は、前年度

に比べ５６．９％、２，０７５万９，００

０円の減額となっております。 

 款４配当割交付金、項１配当割交付金、

目１配当割交付金は、前年度に比べ３３．

１％、２，８４３万９，０００円の減額と

なっております。 

 款５株式等譲渡所得割交付金、項１株式

等譲渡所得割交付金、目１株式等譲渡所得
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割交付金は、前年度に比べ６４．１％、６，

０３９万６，０００円の減額となっており

ます。 

 款６地方消費税交付金、項１地方消費税

交付金、目１地方消費税交付金は、前年度

に比べ９．４％、１億７，２０９万９，０

００円の減額となっております。 

 款７ゴルフ場利用税交付金、項１ゴルフ

場利用税交付金、目１ゴルフ場利用税交付

金は、前年度に比べ０．７％、１万１，９

０９円の減額となっております。 

 款８自動車取得税交付金、項１自動車取

得税交付金、目１自動車取得税交付金は、

前年度に比べ８．２％、４４９万８，００

０円の増額となっております。 

 款９地方特例交付金、項１地方特例交付

金、目１地方特例交付金は、前年度に比べ

１．１％、７９万円の減額となっておりま

す。 

 款１０地方交付税、項１地方交付税、目

１地方交付税は、前年度に比べ２４．７％、

１億５，１２９万７，０００円の減額とな

っております。これは普通交付税が１億３，

３５１万９，０００円、特別交付税が１，

７７７万８，０００円、それぞれ減額とな

ったことによるものでございます。 

 款１１交通安全対策特別交付金、項１交

通安全対策特別交付金、目１交通安全対策

特別交付金は、前年度に比べ１．８％、２

５万７，０００円の減額となっております。 

 ３０ページ、款１３使用料及び手数料、

項１使用料、目１総務使用料は、庁舎施設

等使用料でございます。 

 ３２ページ、目５土木使用料は、市営住

宅使用料及び市営住宅用地使用料でござ

います。 

 ３４ページ、項２手数料、目１総務手数

料は、税務諸証明手数料及び税務督促手数

料でございます。 

 ３６ページ、目４土木手数料は、自動車

保管場所使用承諾証明手数料でございま

す。 

 ３８ページ、款１４国庫支出金、項２国

庫補助金、目１総務費国庫補助金は、番号

制度システム整備補助金及び情報セキュ

リティ強化対策費補助金でございます。 

 ４０ページ、目４土木費国庫補助金は、

公的賃貸住宅家賃低廉化のための社会資

本整備総合交付金でございます。 

 ４２ページ、項３委託金、目１総務費委

託金は、基幹統計調査及び統計調査員確保

対策事業委託金でございます。 

 ４４ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目１総務費府補助金は、大阪府市町

村振興補助金でございます。 

 ４８ページ、項３委託金、目１総務費委

託金は、府税徴収事務委託金でございます。 

 ５０ページ、款１６財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入は、防災管財

課の土地貸付収入でございます。 

 目２利子及び配当金は、各種基金利子収

入でございます。 

 項２財産売払収入、目１不動産売払収入

は、土地売払収入でございます。 

 款１７寄附金、項１寄附金、目１寄附金

は、一般寄附金でございます。 

 ５２ページ、款１８繰入金、項１特別会

計繰入金、目１財産区財産特別会計繰入金

は、土地貸付収入の一部を一般会計に繰り

入れたものでございます。 

 項２基金繰入金、目１財政調整基金繰入

金は、財政調整基金から４億４，５００万

円を取り崩し、繰り入れたものでございま

す。 

 款１９諸収入、項１延滞金加算金及び過

料、目１延滞金は、市税延滞金でございま
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す。 

 項３貸付金元利収入、目３家屋被害復旧

資金貸付金元金収入は、家屋被害復旧資金

貸付金償還金でございます。 

 ５４ページ、項４雑入、目１滞納処分費

は、公売に伴う処分費でございます。 

 目２雑入の主なものは、市町村振興協会

交付金や宝くじ社会貢献広報市町村補助

金などでございます。 

 次に、６２ページ、款２０市債、項１市

債、目１総務債は、文化ホールリニューア

ル事業債、コミュニティセンター事業債、

及び情報セキュリティ強化対策事業債で

ございます。 

 ６４ページ、目３衛生債は、リサイクル

プラザ改修事業債、目５消防債は、消防通

信指令室等改修事業債、目６教育債は、小

学校増改築事業債でございます。目７臨時

財政対策債は、本来であれば普通交付税と

して交付されるべきであった金額につい

て起債いたしたものでございます。 

 款２１繰越金、項１繰越金、目１繰越金

は、５億５，２３５万３，９３４円で、そ

の内訳は繰越事業充当財源が、２億１，３

４６万７，８８０円、平成２７年度決算剰

余金が、３億３，８８８万６，０５４円と

なっております。 

 続きまして、歳出でございますが、７０

ページからの款２総務費、項１総務費管理

費、目１一般管理費の主なものといたしま

して、節１報酬は、法規事務事業に係る行

政不服審査会委員報酬及び審理員報酬で

ございます。 

 節７賃金は、財政課の臨時職員賃金及び

工事検査指導嘱託員賃金でございます。 

 ７２ページ、節８報償費は、総務課の報

償金でございます。 

 節１１需用費のうち、消耗品費の総務課

分は、印刷用紙などでございます。 

 ７４ページ、節１３委託料は、地方公会

計システム導入委託料など、節１４使用料

及び賃借料は、データアクセス料などを執

行したものでございます。 

 節１８備品購入費のうち、総務課分は庁

内印刷に係る庁用器具費などでございま

す。 

 ７６ページ、節２３償還金利子及び割引

料は、地域住民生活等緊急支援交付金返還

金でございます。 

 節２８繰出金は、児童手当に係る水道事

業会計への繰出金でございます。 

 目２文書広報費の主なものは、節１２役

務費の郵送料などでございます。 

 ７８ページ、目４財産管理費は、庁舎や

市有財産などの維持管理経費でございま

す。 

 ８２ページ目９電子計算費は、住民情報

システム保守委託などに係る経費でござ

います。 

 ９２ページ、目１８財政調整基金、目１

９公共施設整備基金費、目２０減債基金費

及び目２１土地開発基金費の各基金費は、

剰余金、利子等をそれぞれの基金に積み立

てたものでございます。 

 項２徴税費は、目１税務総務費から、９

６ページ、目２賦課徴収費まで、税務事務

に係る経費でございます。 

 １０４ページ、項５統計調査費は、目１

統計調査総務費から目２基幹統計調査費

まで、統計に係る一般事務経費や統計法に

基づき実施いたしました基幹統計調査に

係る経費でございます。 

 次に、１７０ページ、款７土木費、項５

住宅費、目１住宅管理費は、市営住宅管理

運営経費でございます。 

 １７８ページ、款８消防費、項１消防費、
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目４災害対策費は、防災対策に係る経費で

ございます。 

 ２１２ページ、款１０公債費、項１公債

費、目１元金は、前年度に比べ１，８３２

万３，７７８円の減額となっております。 

 目２利子は、前年度に比べ、５，４５８

万２，８３５円の減額となっております。 

 款１２予備費、項１予備費、目１予備費

は、３９６万４，４００円を充当いたして

おります。その内容は、７２ページ、款２

総務費、項１総務管理費、目１一般管理費

で、熊本地震被害に対する見舞金に１００

万円、８２ページの目８固定資産評価審査

委員会費で、弁護士費用等の訴訟委託料に

６２万３，８５２円、９８ページの項３戸

籍住民基本台帳費、目１戸籍住民基本台帳

費で、弁護士費用等の訴訟委託料に１３万

９，１２０円、１１４ページの款３民生費、

項１社会福祉費、目１社会福祉総務費で、

弁護士費用等の訴訟委託料に６８万７，９

６０円、１３６ページの款４衛生費、項１

保健衛生費、目１保健衛生総務費で、弁護

士費用等の訴訟委託料に８６万４，０００

円、１６０ページの款７土木費、項２道路

橋りょう費、目１道路橋りょう総務費で、

道路管理瑕疵による損害賠償金に５，８５

２円、１７８ページの款８消防費、項１消

防費、目４災害対策費で、熊本地震職員派

遣による時間外勤務手当、旅費及び装備品

等に６４万３，６１６円をそれぞれ充当い

たしたものでございます。 

 以上、総務部の所管いたします決算内容

の補足説明とさせていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 土井建設部長。 

○土井建設部長 認定第１号、平成２８年

度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、建

設部にかかわります項目につきまして、目

を追って、その主なものについて、補足説

明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、決算書３２

ページをお開き願います。 

 款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目４農林水産業使用料は、法定外水路占用

料でございます。 

 目５土木使用料は、道路占用料、公園占

用料、自動車・自転車駐車場使用料及び駐

車場用地使用料でございます。 

 次に、３４ページ、項２手数料、目１総

務手数料は、下から２行目、道路管理課所

管の諸証明手数料でございます。 

 次に、３６ページ、目３農林水産業手数

料は、水路敷地境界明示手数料及び水路敷

地謄本交付手数料でございます。 

 目４土木手数料は、道路敷地境界等明示

手数料及び開発許可等手数料などでござ

います。 

 次に、４０ページ、款１４国庫支出金、

項２国庫補助金、目４土木費国庫補助金は、

都市再生地籍調査委託補助金、道路舗装に

係る社会資本整備総合交付金及び建築物

の耐震に係る補助金でございます。 

 次に、４８ページ、款１５府支出金、項

２府補助金、目６土木費府補助金は、耐震

改修、地籍調査及び権限移譲に係る補助金

などでございます。 

 項３委託金、目２土木費委託金は、河川

環境整備工事委託金及び建築基準法施行

事務取扱委託金でございます。 

 次に、５０ページ、款１６財産収入、項

１財産運用収入、目１財産貸付収入は、上

から２行目、道路交通課所管の土地貸付収

入でございます。 

 款１７寄附金、項１、目１寄附金は、下

から２行目、交通安全推進に係る一般寄附

金でございます。 

 次に、５２ページ、款１８繰入金、項２
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基金繰入金、目５緑化基金繰入金は、緑化

推進事業への緑化基金繰入金でございま

す。 

 次に、６０ページ、款１９諸収入、項４、

目２雑入は、建築確認申請者負担金及び放

置自転車対策協力金などでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、１５

０ページをお開き願います。款５農林水産

業費につきましては、決算概要の１０８ペ

ージもあわせてご参照願います。 

 項１農業費、目４農業水路費は、節１９

負担金補助及び交付金の神安土地改良区

負担金などでございます。 

 次に、１５４ページ、款７土木費につき

ましては、決算概要の１１２ページから１

２７ページもあわせてご参照願います。 

 項１土木管理費、目１土木総務費は、１

５６ページ、節１３委託料の土木維持管理

業務委託料及び節１６原材料費の土木維

持作業に係る補修用材料費などでござい

ます。 

 目２交通対策費は１５８ページ、節１３

委託料の駐車場管理委託料、節１４使用料

及び賃借料の土地借上料、節１９負担金補

助及び交付金の市内循環バス運行補助金

などでございます。 

 次に、項２道路橋りょう費、目１道路橋

りょう総務費は、節１３委託料の千里丘駅

前広場管理委託料などでございます。 

 次に、１６０ページ、目２道路維持費は、

節１３委託料の市内環境維持業務委託料、

節１５工事請負費の道路維持工事などで

ございます。 

 なお、繰越明許につきましては、道路維

持工事のうち、鶴野新橋耐震補強工事の繰

越明許であり、決算概要の３０ページの繰

越明許費繰越計算書の上から３段目と同

じく決算概要１１８ページもあわせてご

参照願います。 

 繰越明許の理由といたしましては、橋脚

補強の仮設工事の途上で支障物が発見さ

れ、これらの撤去作業に期間を要したこと

で、年度内の工事完了が困難となりました

ことから、平成２９年度への繰越明許につ

いて、可決いただいたものでございます。 

 目３交通安全対策費は、節１５工事請負

費の交通安全対策工事などでございます。 

 次に、項３水路費、目１排水路費は１６

２ページ、節１１需用費の味舌ポンプ場水

路計ポンプに係る修繕料、節１３委託料の

ポンプ場施設等維持管理業務委託料、節１

９負担金補助及び交付金の番田水門内水

対策負担金及び安威川左岸ポンプ維持管

理負担金などでございます。 

 次に、項４都市計画費、目１都市計画総

務費は、１６６ページ、節１３委託料の摂

津市開発許可確認経由管理ＧＩＳシステ

ム構築委託料及び節１９負担金補助及び

交付金の耐震改修補助金などでございま

す。 

 目２街路事業費は、節１４使用料及び賃

借料の自動車借り上げ料及び通行料でご

ざいます。 

 次に、１６８ページ、目３緑化推進費は、

節１６原材料費の肥料・土などの購入費で

ございます。 

 目４公園管理費は、節１１需用費の新幹

線公園内展示車両の修繕料及び節１３委

託料の公園管理委託料などでございます。 

 次に、１７８ページ、款８消防費につき

ましては、決算概要１３２ページもあわせ

てご参照願います。 

 項１消防費、目３水防費は、節１９負担

金補助及び交付金の淀川右岸水防事務組

合負担金及び安威川ダム水特法１２条負

担金などでございます。 
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 以上、建設部の所管いたします決算内容

の補足説明とさせていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 明原消防長。 

○明原消防長 おはようございます。 

 認定第１号、平成２８年度摂津市一般会

計歳入歳出決算のうち、消防本部所管事項

につきまして、目を追って主なものについ

て、補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、決算書３６

ページ、款１３使用料及び手数料、項２手

数料、目５消防手数料は、危険物設置許可

等及び検査手数料並びに保安三法設置許

可等及び検査手数料などでございます。 

 ４８ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目７消防費府補助金は、大阪航空消

防運営費補助金及び権限移譲交付金でご

ざいます。 

 ６０ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入は、消防団員退職報償費、近畿道

救急業務実施市町村交付金及び熊本地震

で本市が行った緊急消防援助隊の活動に

対する消防広域応援交付金などでござい

ます。 

 次に、歳出でございますが、決算書１７

０ページ、款８消防費、項１消防費、目１

常備消防費は、消防救急救助等常備消防の

活動に係る経費でございます。 

 主なものでは、１７２ページ、需用費は

消防車両、消防庁舎の修繕等施設の維持管

理経費、役務費は、通信運搬費、消防活動

用高圧ボンベの法定検査手数料及び車両

の保険料等でございます。 

 １７４ページ、委託料は消防庁舎設備に

係る保守管理委託及び消防本部庁舎改修

に係る監理委託等工事請負費は消防本部

庁舎改修に係る工事費でございます。 

 備品購入費は、庁用器具費のほか、高規

格救急自動車及び高度救命処置用資機材

更新に係る機械器具費、救助資機材購入等

に係る消防器具費でございます。 

 負担金補助及び交付金は、大阪航空消防

運営費負担金のほか、指令センター共同運

用等に係る負担金でございます。 

 １７６ページ、目２非常備消防費は、消

防団の運営及び活動に係る経費でござい

ます。主なものでは、報酬は３５８名の消

防団員報酬、報償費は１０名の消防団員退

職報償金等でございます。旅費は消防団員

に支給する火災及び警戒等の出動に係る

費用弁償、需用費は消防団活動に係る装備

品、被服のほか、消防団車両の維持補修等

の経費でございます。 

 １７８ページ、備品購入費は、小型動力

ポンプ３台の更新に係る消防団器具費、負

担金補助及び交付金は、消防分団への施設

整備費補助金のほか、消防団員等公務災害

補償等共済基金負担金等でございます。 

 以上、消防本部の所管いたします決算内

容の補足説明とさせていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 まず、総務関連につきま

してですけれども、質問番号として１番目、

決算概要のほうからいかせていただきま

す。決算概要の３ページの、まず一般会計

決算概要につきまして、平成２８年度につ

きましては、黒字収支となっておりますが、

臨時財政対策債の発行や財政調整基金、い

わゆる貯金を取り崩しての結果というと

ころでございます。本年度は普通交付税も

入らない状況ということで、危険な状態で

あるということもここに書かれてはおり

ますが、財政として、今回の平成２８年度

決算を踏まえての今後の見通しについて、

説明をしていただきたいと思います。 
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 続いて、質問番号として２番目です。こ

れも決算概要の２７５ページで、運用益、

今回基金の運用につきましてですけれど

も、その運用益についての説明と、また、

今後のその基金の運用について、何かお考

えがあればお聞かせをください。 

 続きまして、質問番号として３番目です。

防災関連としまして、決算概要の１３４ペ

ージ、この防災資機材及び備蓄用品整備事

業についてのところでございますけれど

も、防災資機材、非常食等の備蓄にかかわ

る予算について、その内容と残額の内容を

お聞かせください。 

 続いて質問番号として４番目、決算概要

の１３４ページで、情報収集伝達体制整備

事業についてでございますけれども、今回

からデジタル化ということで進められて

いるところで、その内容について、そして

あわせて、今回の整備事業の残額について、

お聞かせください。 

 続きまして、質問番号として５番目、同

じく１３４ページ、平成２８年熊本地震支

援事業についてですけれども、この熊本に

おける災害支援については、具体的にどん

なことをされたのか、その内容をお聞かせ

ください。 

 続きまして、建設関連のほうに移ります。

質問番号として６番目、決算概要の１１６

ページ、道路交通課、バス運行関係事業に

ついてですけれども、こちら、それぞれバ

スの利用状況について、お聞かせをくださ

い。 

 続きまして、質問番号として７番目、１

１８ページ、道路管理課、狭隘道路整備事

業についてというところで、狭隘道路整備

助成金の内容について、お聞かせをくださ

い。 

 続きまして、質問番号として８番目、決

算概要の１２２ページ、建築課、特定空家

対策事務事業、今回、新規というところで

ございますので、この新規事業につきまし

て、この事務について、お聞かせをくださ

い。 

 続きまして、消防関連にいきます。質問

番号として９番目、決算概要の１３０ペー

ジ、この消防指令センター共同運用等負担

金ということで、平成２８年度から吹田市

と一緒になっているというところで、この

内容について、共同負担金等についても、

お聞かせをください。 

 続きまして、質問番号として１０番目、

同じく１３０ページで、自主防災組織用軽

可搬消防ポンプの更新にかかる経費とい

うところでございますけれども、この内容

について、お聞かせください。 

 続きまして、質問番号として１１番目、

同じく１３０ページで、資機材の更新につ

いてでございますけれども、高規格救急車

が導入されたということでございますが、

その内容について、お聞かせをください。 

 続きまして、質問番号として１２番、同

じく１３０ページで、救急安心センター負

担金について、♯７１１９の件というとこ

ろで、こちらについて、その負担金の内容、

そしてまたその実績について、お聞かせく

ださい。 

 続きまして、質問番号として１３番、同

じく１３０ページの応急手当講習の件で

ございますけれども、この応急手当普及啓

発活動事業について、その内容をお聞かせ

ください。 

 続きまして、質問番号として１４番目、

１３２ページの消防団の事業に関すると

ころでございますが、消防団の補助金をふ

やすということを書かれてはおりますけ

れども、その具体的な内容を教えてくださ
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い。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、質問番号１

番の今後の財政の見通しの件につきまし

て、お答えさせていただきます。 

 概要の３ページにも書いていますよう

に、平成２８年度につきましては、８年ぶ

りに基金が減少するという状況になって

しまいました。この減少につきましても、

市税の大幅な増収、それから、交付税の収

入があった上で、残高が減少するというこ

とになっております。これを踏まえますと、

平成２９年度につきましては、市税の大幅

な増収、これがなかなか見込めない状況、

それから、普通交付税につきましても、不

交付ということが決まりました。これらを

合算しますと、大体１７億円ほど、平成２

８年度から比べると、平成２９年度の収入

としては減収になると見込んでおります。 

 そういった厳しい状況ですので、平成２

９年度、これからですが、平成２９年度末

時点では、基金、主要基金の残高としては、

１５億円程度減少するのではないかと想

定いたしております。 

 それを踏まえて、中期財政見通しも公表

させていただいておりますが、今後、少子

高齢化で扶助費も増加していく、公共施設

の更新についても費用が必要になってく

るというふうな状況ですので、今後、平成

３５年度には、主要基金３基金が枯渇する

ような状況になるというふうに見込んで

おり、このままの状況では、やはり財政と

しても立ち行かなくなりますので、きちん

と行政改革、これらに取り組んでいき、実

施事業の優先順位をつけ、取捨選択してい

って、持続可能な財政運営をしていきたい

と思っております。 

 それから、質問番号２番目の運用益、基

金の運用益についてなんですけれども、基

金の管理につきましては、会計管理者の権

限ということになっておりますので、詳細

につきましては、会計室のほうから答弁が

あろうかと思いますが、一応、基金の利子

収入については、財政課のほうで計上して

おりますので、概略だけ説明させていただ

けたらと思います。 

 一応、基金につきましては、ペイオフの

関係もございまして、いろんな金融機関に

個別といいますか、全体で定期預金すると

いう形ではなく、１億円単位で基金をある

程度の期間、定期貯金をしているという状

況です。そのため、各基金によって若干基

金の運用益に差がある状況になっており

ます。 

 今、会計管理者ともいろいろ協議をして

おりますが、今後、多額の基金残高がござ

いますので、定期預金以外に何か運用でき

るものがないか、こういったものについて、

今、研究しているところでございます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 そうしましたら、防

災管財課にかかわります３点のご質問に

お答えいたします。 

 まず、決算概要の１３４ページの防災資

機材及び備蓄用品の内容とその残額でご

ざいますけれども、平成２８年度の消耗品

の購入につきましては、現在備蓄しており

ますアルファ化米、またおにぎり、ペット

ボトル、備蓄水、それとあと保存用のビス

コ等、これは５年保存をしてるんですけれ

ども、その年限が切れるものを購入してい

るということでございます。 

 この残額につきましては、毎年一括で入

札をしておりまして、その差金が出たもの
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でございます。 

 次に、２点目のデジタル防災行政無線の

整備内容と、その残額の状況でございます

けれども、現在アナログの防災行政無線、

これが導入してから約３０年経過してお

ります。老朽化の対応が必要となっており

ますし、それとまた電波法令が平成３４年

度以降、デジタル化が余儀なくされておる

ため、今回、整備を行うものでございます。 

 なお、現在の進捗でありますけれども、

現在、工場におきまして、スピーカー等の

製造を発注しておりまして、１２月上旬に

は製品の検査を終えるということで、進め

ております。 

 各学校等、避難所に設置する時期につき

ましては、１月から２月ということで、現

在、進めているところでございます。 

 それと、３点目の熊本地震の具体的な支

援の状況でございますけれども、震災直後

におきましては、本市の支援といたしまし

て、まず緊急の消防援助隊として本市消防

本部から救急隊員３名を南阿蘇村に派遣

いたしました。また、本市に熊本地震の災

害対策本部を設置いたしまして、熊本県に

お見舞金１００万円を送りました。それと

あわせて義援金箱を各種イベント等でも

設置いたしまして、義援金の設置箇所の拡

充を行ったところでございます。 

 また、昨年６月から７月にかけまして、

家屋被害調査認定を行うために、防災管財

課と固定資産税課、また建築課の職員、計

４名の職員を熊本県の大津町へ派遣した

ところでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、６番目の

バスの利用状況についてのご質問にお答

えさせていただきます。 

 まず、道路交通課で所管しているバスに

つきましては、市内循環バス、それと、公

共施設巡回バスがございます。 

 市内循環バスにつきましては、中央環状

線の以西、ＪＲ千里丘駅を発着として、阪

急正雀駅、南別府、市役所、阪急摂津市駅、

それから、ＪＲ千里丘駅に戻るという反時

計回りのルートになっております。 

 利用状況につきましては、平成２８年度

の利用客数は１万６，０００名となってお

ります。 

 続きまして、公共施設巡回バスにつきま

してですが、これは鳥飼地域を中心に、公

共施設を巡回しているバスでございまし

て、鳥飼方面の路線バスを補完する、公共

施設を巡回するとともに、路線バスを補完

するという目的のバスとなっておりまし

て、公共施設が開いてる時間帯、９時から

１７時を中心に走っているバスでありま

して、平成２８年度の利用状況につきまし

ては、約１万３，５００名というような状

況となっております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 ７番目のご質問の

狭隘道路整備助成金についての内容につ

いて、ご説明させていただきます。 

 助成の内容といたしましては、市の管理

する道路で４メートル未満の狭隘道路に

おきまして、隣接する土地で建築行為が発

生した際に、拡幅整備等に係る費用を助成

することにより、市民の円滑な交通の確保

に資することを目的としております。 

 後退整備自体は申請者、建築工事にあわ

せて申請者側で行っていただきますが、規

定の道路構造、側溝構造を整備していただ

いた上で、市が管理を受けるものにつきま

しては、その費用の全部または一部を、摂
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津市狭隘道路拡幅整備助成金等交付要綱

に基づき、助成金をお支払いするものでご

ざいます。 

○渡辺慎吾委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、８番目に特定

空家対策事務事業ということで、この内容

について、ご質問があったかと思いますの

で、そちらのほうについて、ご説明させて

いただきたいと思います。 

 まず、この特定空家というのが全国的に

人口減少等に伴います空家が非常に多く

なってきておるという背景がございます。

その中でも、所有者が本来適正に管理をし

ていただくということが前提ではござい

ますが、長期間放置されたままで、建物の

危険性であったり、生活環境に有害、不適

切な状況等々の空家の状況があるという

ことから、平成２７年５月に、国のほうで

も空家、この対策の特別措置法、この法律

が全面施行されたところでございます。 

 本市におきましても、この法律を受けて、

実際に対応を図っていく中で、非常に多岐

にわたる課題がございますことから、平成

２８年４月、摂津市の空家等対策庁内調整

会議というものを組織いたしまして、これ

は関係各課２１の部署にまたがりますが、

組織いたしまして、この中で２か年程度を

かけて調査研究活動を実施するというこ

とで、現在、鋭意取り組んでおるところで

ございます。 

 平成２８年度の取り組みの内容といた

しましては、ほぼ月２回程度実施をさせて

いただきながら、合計１８回開催もしてき

たところでございます。まずこの空家対策

についての法制度の理解、それから、所有

者の特定の問題、それと、この行政手続で

ございますが、この法律に基づきまして、

今まで個人の財産であるところになかな

か行政が手が及ばないというところで、こ

の法律をもって、その不適切な空家に対し

まして、行政が関与できるという内容の法

律でございますので、このあたりの理解、

問題点等々を議論しながら、調査研究をし

てきたところでございます。 

 平成２８年度決算であげさせていただ

いている内容につきましては、それらの運

営にかかわります事務経費を計上させて

いただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 日野参事。 

○日野警備課参事 それでは、消防本部警

備課指令情報担当所管分、１３０ページの

質問に対してお答えいたします。 

 内容につきましては、指令共同運用等負

担金及び指令センターの内容でございま

す。 

 消防指令センターは、平成２６年度に吹

田市と本市実施設計業者において連絡・調

整・協議を行い、平成２７年度に消防指令

センターの整備を実施しております。 

 平成２８年４月１日から運用を開始し

ております。 

 指令共同運用整備負担金としまして、吹

田市へ共同運用に係る負担金を支払って

おります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 木下課長。 

○木下警備課長 それでは、消防本部警備

課に関します質問番号１０番と１１番の

質問に対して、お答えしたいと思います。 

 まず、質問番号１０番、自主防災組織用

ポンプ整備事業についてでございますが、

現在、市内におきましては、防災用軽可搬

消防ポンプを保有する自主防災組織は１

０か所でございます。この自主防災組織は、

平成７年に発生いたしました阪神淡路大
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震災を教訓に立ち上げられたものであり

まして、災害対応のための軽可搬式消防ポ

ンプも同時に整備したものでございます。 

 しかしながら、軽可搬式消防ポンプの使

用期限は２０年でございまして、事実とし

て経年劣化によりポンプの老朽化が進ん

でいるとともに、自治会からの強い要望も

相まって、消防本部では平成２８年度から

市内１０か所に設置している自主防災用

軽可搬消防ポンプを順次更新するために、

計画を立てて、整備しているものでござい

ます。 

 平成２８年度におきましては、三島荘公

園、そして、さつき公園に設置の軽可搬消

防ポンプ２台を更新したものでございま

す。 

 このように更新計画に基づきまして、順

次更新しているものでございまして、平成

３３年度までに１０台全ての軽可搬消防

ポンプを更新整備する予定でございます。 

 続きまして、質問番号１１番、救急自動

車の更新について、お答えいたします。 

 高規格救急自動車でございますが、消防

車両更新計画に基づき、平成２８年度に１

台の更新を実施したものでございます。 

 なお、消防車両更新計画につきましては、

中期財政見通しともリンクしており、消防

車両の整備に関しましては、一定の指標と

なっているものでございます。 

 また、消防車両更新計画には、消防車両

の特殊性を勘案いたしまして、車両によっ

て更新年数、更新走行距離を定めておりま

す。 

 救急車におきましては、８年、１０万キ

ロと定めているところではございますが、

更新前の救急車は平成１７年度に購入配

備されたものでございまして、購入から１

０年以上が経過しておりまして、走行距離

は１７万キロを超えておったものでござ

います。 

 また、救急車に積載しております高度救

命処置用資器材も並行して年間４，０００

件以上を超える救急事案により、同じく劣

化が進んでいたため、更新したものでござ

います。 

 消防本部といたしましては、適正な計画

に基づき、市民の安全・安心のため、今後

も消防資機材、消防車両を更新していくも

のでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 日野参事。 

○日野警備課参事 消防本部警備課指令

情報担当所管分、質問番号が１２番、救急

安心センターおおさかの実績及び負担金

について、お答えいたします。 

 救急安心センターおおさかは、平成２１

年１０月から大阪市が単独で２４時間体

制で大阪市消防局内に救急医療相談を受

ける窓口として開設したもので、平成２２

年４月から摂津市も参加し、平成２３年度

からは大阪府全市町村が参加し、運用をし

ております。 

 平成２８年度の実績ですが、救急安心セ

ンターおおさかへの摂津市からの医療相

談や問い合わせ件数は２，１５１件で、救

急安心センターから吹田市・摂津市消防指

令センターへ転送され、救急搬送した件数

につきましては、６５件でございます。 

 そのうち、中等症以上の救急搬送事案に

つきましては、１６件でございます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 小田原参事。 

○小田原警防第２課参事 それでは、質問

番号１３番、決算概要１３０ページ、応急

手当普及及び啓発活動事業について、説明

させていただきます。 
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 応急手当普及啓発に係る心肺蘇生法訓

練人形の購入、これらの消耗品の購入、洗

浄用の医薬材料の購入等でございますが、

活動内容につきましては、普通救命講習に

つきまして、国から通知されております応

急手当の普及啓発活動の推進に関する実

施要領、実施要綱に基づき、３時間の講習

が義務づけられております。平成２８年中

受講者は約８００名でございます。 

 また、３時間の講習を望まれない市民の

皆様に対し、１時間程度の講習で、主にＡ

ＥＤを使用した心肺蘇生法訓練を平成２

８年中約１，０００名の訓練指導を行って

おります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松田課長。 

○松田消防本部総務課長 それでは、質問

番号１４番の消防施設整備費補助金の車

両更新の金額を引き上げた理由について、

お答えいたします。 

 本市には基本分団２９分団のうち、自動

車分団が４分団ございまして、その４分団

につきましては、市が全額負担しておりま

す。その他の地域の分団２５分団につきま

しては、施設の整備や機能を維持するため

の維持管理等は地元でご負担をいただい

ております。北摂各市の状況を見ますと、

本市と高槻市が補助金の交付を行ってお

り、その他の市におきましては、全額公費

負担となっております。 

 平成２５年に消防団を中核とした地域

防災力の充実強化に関する法律が施行さ

れ、消防団の装備等の充実、改善を図れる

よう、必要な措置を講ずるとされており、

地元自治会で負担していただいておりま

す消防車両更新費用についても厳しい状

況になっており、地元からも強い要望もあ

り、消防団組織を維持し、常に充実強化し

ていくためには、従前にも増して行政のバ

ックアップもより必要となってまいりま

した。そのため、車両整備の補助金額につ

いて、平成２８年度から消防施設整備等補

助金交付要綱の一部改正を行い、消防車両

更新については、軽車両は１００万円、普

通車両においては１５０万円の限度額で

あったところを、普通車両、軽車両の区分

をなくして、車両の整備に要した額、ただ

し２５０万円を限度とするといった内容

で補助金の一部改正を行ったところでご

ざいます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ありがとうございます。 

 それでは、各質問番号、順番に基づいて、

２回目の質問をさせていただきます。 

 まず、質問番号１番の一般会計決算概要

についての件ですけども、平成３５年には

主要基金がなくなってマイナスになると

いう、非常に驚愕的な内容ではございまし

た。 

 なぜここまで平成３５年に１４０億円

がマイナスになるというところの内訳は、

それは大きくその主要、例えば阪急京都線

連続立体交差化事業、あるいは千里丘西地

区市街地再開発事業、そういった大きな事

業を含めてのマイナスということでよろ

しかったでしょうか。それについてお聞か

せください。 

 そして、基金の運用というところでござ

いますけれども、それも先ほどの質問とも

連携しまして、平成３５年にはなくなると

いうところで、時間がないというところで、

そこにつきましては、基金の運用について

も、しっかりと考えていただきたいという

ところの、これは要望でございます。 

 続きまして、３番目の質問、防災資機材
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及び備蓄用品整備事業についてでござい

ますけども、こちらについてまだ備えなけ

ればいけないというような資機材という

のはありますでしょうか、お教えください。 

 続きまして、４番目、防災行政無線シス

テムがこれから新しくなると、これから実

際に更新をされるというところでござい

ますけれども、では実際に更新された場合

のその効果というものをお聞かせくださ

い。 

 続きまして、５番目、熊本地震支援事業

につきまして、こちらにつきましては、消

防隊員３名が行かれて、お見舞金も出され

たというところで、非常に効果があったか

と思います。例えばそういった災害支援に

つきまして、摂津市の備蓄用資材とかそう

いったものを提供するということが可能

なのかというのも、ちょっとお聞かせをく

ださい。 

 続きまして、質問番号６番目、バス運行

事業についてというところでございます

けれども、非常に多くの方が利用されてい

るというところでございますけれども、今

後の方針について、引き続き継続していく

のか、見直すのか、そういったことについ

て、今後の方針について、お聞かせをくだ

さい。 

 続きまして、７番目、狭隘道路整備事業

についてというところでございますけれ

ども、今後、阪急京都線連続立体交差化事

業やＪＲ千里丘駅西地区の再開発につい

て、平成３０年以降より、一層これが必要

になると思いますけれども、それについて

どうお考えか、お聞かせをください。 

 続きまして、８番目の特定空家対策事務

事業、新規についてというところですけど

も、これも同じように、今後、阪急京都線

連続立体交差化事業、千里丘西地区市街地

再開発事業もあり、より一層の取り組みが

必要になると思いますけども、今後どのよ

うな形で具体化していくのか、お聞かせく

ださい。 

 続きまして、質問番号９番目、消防指令

センター共同運用の件でございますけれ

ども、実際のこの統合、一緒に共同運用さ

れてからの指令センターの実際の効果と

いうものについて、実績もしくは効果につ

いて、お聞かせをください。 

 質問番号１０番目につきましては、自治

会の資機材をしっかり補充して、地域の力

をサポートしていただければと思います。

これについては要望で終わります。 

 続きまして、１１番目、救急資機材の更

新についてというところでございますけ

れども、この件についても、よくわかりま

した。これにつきましては、今後、特殊車

両の高性能化が進む中、高価格化となり、

財政運用と実際の運用に見合う適切な選

択をしっかりと計画して、更新をしていた

だければと思います。こちら要望で終わり

ます。 

 続きまして、１２番目、救急安心センタ

ーの件につきましてですけれども、実際、

救急車の安易な使用が言われている中で、

その救急安心センターが実際に効果的に

活用されているのか、あわせて、情報提供、

そういう救急安心センターの番号がある

というのは、しっかりと市民に周知できて

いるのか、情報提供ができているのか、そ

れについてお聞かせください。 

 続きまして、１３番目の応急手当普及、

応急手当講習の件でございますけれども、

これにつきましては、第４次摂津市総合計

画の基本計画の中でその目標として講習

参加者は１，０００人増加というような形

で書かれているんですけども、その目標に
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達成するに当たって、これからどのような

工夫といいますか、今後どういう形でやっ

ていくのか、それについてお聞かせをくだ

さい。 

続きまして、１４番目につきましてです

けれども、消防分団の更新の件ということ

でございますが、しっかりと市として地域

の消防力を高めるために、引き続き計画し

てやっていただければと思います。こちら

は要望で終わります。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、質問番号１

番の今後の見通しの中で、中期財政見通し

に主要事業、どのようなものが入っている

のかという質問にお答えいたします。 

 主要事業につきましては、委員もおっし

ゃっていただいていますように、阪急京都

線連続立体交差化事業、それから、千里丘

西地区市街地再開発事業と、現在、見込ま

れるものを見込んでおります。 

 ただ、各事業の費用の積算に当たっては、

現時点での最大限の見込みとなっており

ますので、実際に事業着手していく段階で、

予算編成を通してであったり、最終的な庁

内の意思決定を行うことによって、事業費

については若干変わってくる可能性はあ

るかとは思いますけれども、あくまでも現

時点の見込みとして、主要事業につきまし

ては、中期財政見通しの中で見込んでおる

状況でございます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 そうしましたら、２

回目のご質問にお答えいたします。 

 まず、備蓄の関係で、備えなければなら

ない資機材はあるのかというお問いです

けれども、現在、非常食等につきましては、

大阪府が示しております新大阪府地震防

災アクションプランというのがございま

して、これに基づいて整備しておるところ

で、摂津市の被害想定をもとに示された基

準におきましては、余裕を持ってクリアで

きている状況でございます。 

 しかし、大阪府が示します基準が一昨年

度見直しがあり、その中で毛布類が現在７，

０００枚ほど不足している状況がござい

まして、また、簡易トイレにつきましては、

目標数が１１４基ということで、それを上

回る３６０基を備蓄しておりますけれど

も、現在、避難想定が１万１，０００人と

いうことを考えますと、充足しているとは

考えにくいため、今後、それら毛布類及び

簡易トイレについては、計画的に購入して

まいりたいと考えておるところでござい

ます。 

 次に、４点目の防災無線の更新された場

合の効果でございますけれども、今回、デ

ジタル化によりまして、アナログに比べま

してノイズのより少ない、クリアな放送が

可能となります。それとまた、今回このデ

ジタル化に合わせまして、スピーカーの増

設も図ってまいります。今回、これまで１

３か所ありましたスピーカーを高規格な

ものに切りかえるとともに、新たに３か所

増設いたしますので、より市内の音達範囲

をカバーできるような形で、今回設置して

いきたいということで考えております。 

 次に、５番目の支援に当たって、摂津市

として資機材等の提供は可能なのかどう

かというお問いでありますけれども、まず、

今回の支援におきましては、関西の広域連

合からの要請に基づきまして、職員の派遣

を行っておるところでございます。 

 また、それとあわせまして、水道部のほ

うでは、日本水道協会からの要請に基づき
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まして、給水車の派遣の要請があれば派遣

するということで準備をされておったと

ころでございます。ただ、今回につきまし

ては、ことが足りるということで派遣はな

かったものでございますけれども、そうい

った各方面からの要請がございましたら、

資機材等も含めまして、対応のほうはして

いく、準備のほうはしていたところでござ

います。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、松本委員

の２回目のバスに関するご質問にお答え

させていただきます。 

 まず、循環バスについてでございますが、

これは市内循環バスでございますが、近鉄

バスが運営しております路線バスであり

ます。市のほうはそのバス事業者へ補助金

として、年間１，２００万円を交付してい

るものであります。 

 収入のみの運行は厳しい状況でありま

すので、交付金をなくしてしまうと、廃線

等につながっていくという事態にもつな

がりますので、循環バスにおける補助金に

つきましては、今後も継続してまいりたい

と考えております。 

 利用者がふえれば、この交付金について

も、減るようには努力していきたいと考え

ております。 

 続きまして、公共施設巡回バスにつきま

して、鳥飼地域への公共施設を巡回するバ

スとしまして、市から阪急バスへ委託をし

ております。 

 市が全額負担しておりまして、これに基

づいて、鳥飼地域、安威川以南の公共交通

の空白地というのが解消できている状況

であります。 

 今後の見直しや検討につきましては、市

民の要望等も検討材料に入れながら、ルー

トの見直しや便数等についての検討をし

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 ７番目のご質問で、

狭隘道路整備事業において、今後の阪急京

都線連続立体交差事業、または千里丘西地

区市街地再開発事業に向けての対応とい

うご質問について、お答えします。 

 狭隘道路整備事業につきましては、個人

の居宅の建築に伴いまして発生する道路

後退、これについての道路築造あるいは側

溝整備に係る費用を助成をさせていただ

いているものでございます。これまで実施

させていただきまして、申請者の方にも一

定ご理解いただきまして、道路の拡幅をい

ただいて、通行環境を確保できてきたもの

と思っております。一定の成果が出てきた

ものと我々も考えておりますので、今後も

引き続きこの助成については続けてまい

りたいと考えておりますが、委員がご質問

の阪急京都線連続立体交差事業または千

里丘西地区市街地再開発事業の内容につ

きましては、これらの事業の中で必要な用

地を確保していくという形になりますの

で、またこの狭隘道路整備事業とはまた別

のところで対応ということになります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、松本委員の２

回目の建築課にかかわりますご質問にお

答えをさせていただきます。 

 特定空家対策、これについての今後一層

具体化を進めていくというお問いであっ

たかと思うんですが、現在、先ほど申し上

げました庁内での空家等対策庁内調整会

議ということで、継続してさせていただい
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ているところでございます。現時点で、３

１回を数えてきたところでございまして、

昨年度この法律の枠組みであったりだと

か、国から示されております基本指針、ま

たはガイドラインといったもの、それから、

大阪府からもこの運用にかかわるマニュ

アルというものも示されておりますので、

そのあたりを通じて、市内の空家の実態調

査というものも、現在、こういったマニュ

アルであったりだとか、調査カルテという

ものも作成しながら、当たらせていただい

ているところでございます。 

 その活動の中で、見えてきたものがやは

りございまして、市内の苦情等相談を受け

た空家の立地位置といたしましては、やは

り既存の鉄道駅周辺の既成市街地、駅前の

市街地であったりだとか、高度成長期以降、

住宅地が形成されておりますが、そういっ

たところで、昭和年代に建てられたところ

で、やはり空家が発生してきており、中身

を見てまいりますと、所有者が不明であっ

たりだとか、相続による問題、そういった

ものがこの放置空家の実態ではなかろう

かなと推察いたします。 

 そういうところを、今後より具体的に実

態をつかみながら、来年度以降につきまし

ては、本格的な運用を目指して、今、協議

を続けておるところでございます。 

 大阪府におきましても、昨年１２月に

「空家総合戦略・大阪」というものが策定

をされております。今後３年間、この空家

対策を大阪府内の全市町村に厳しく指導

していかれる指針ということで、されてお

るところでございますので、そちらにも基

づきながら、今後より一層進めてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 日野参事。 

○日野警備課参事 松本委員からの救急

安心センターおおさかの２回目の質問、効

果及び周知について、お答えいたします。 

 救急安心センターは、平成２２年度から

摂津市が加入しており、加入年につきまし

ては、９１７件の着信でありましたが、平

成２８年度におきましては、２，１５１件

の着信件数となっております。 

 なお、救急安心センターの市民への周知

につきましては、あらゆる消防救急訓練等

の機会を通じまして、救急車の適正利用の

啓発活動を実施し、市民の皆様にご理解を

いただいていると考えております。 

 なお、救急安心センターの負担金につき

ましては、１６７万３，０００円でござい

ます。 

 以上でございます。 

 続きまして、指令共同運用の効果につい

て、２回目の質問に対して、お答えいたし

ます。 

 本市消防本部におきましては、吹田市と

共同で平成２８年４月１日から、吹田市・

摂津市消防指令センターの運用を開始し

ております。その効果といたしまして、吹

田市と指令センターを、構築するにあたり

まして、本市単独で整備するより、高機能

消防指令システムを整備運用することが

実現しております。１１９番の受信処理能

力が大幅に向上することで、より正確で的

確な対応が可能となったものでございま

す。 

 また、災害発生状況、車両出動情報を一

元管理することができ、大規模災害発生時

に応援出動が迅速に行えるようになり、相

互応援体制を強化することが可能となっ

ております。 

 なお、応援出動においては、はしご車や

化学車など、特殊車両を有効に活用するこ
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とが実現可能でございます。 

 以上のように、指令業務を共同で行うこ

とで、より一層市民サービスの向上が図れ

ていると考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 小田原参事。 

○小田原警防第２課参事 １３番の応急

手当の講習について、今後どのような工夫

をしていくのかという内容について、ご説

明させていただきます。 

 普通救命講習受講者につきましては、委

員がご指摘のとおり、第４次総合計画での

目標値には達していないのが現状でござ

います。 

 本来、普通救命講習というのは３時間の

講習でございますが、それに代わるものと

して、１時間程度のＡＥＤを使用した心肺

蘇生法、応急手当講習を実施しております。 

 また、啓発に関しましては、市役所で救

急の日の普通救命講習について、館内放送

により受講を依頼したり、広報誌の掲載、

ホームページ等の掲載などで受講をお願

いしているところでございます。これらの

講習につきましては、忘れることのないよ

う、定期的に受講することも重要と考えて

おりますので、今後におきましても、いろ

いろな機会を捉えて、啓発活動を実施し、

継続して普通救命の受講、普及に努力して

まいります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、続きまして、

次の質問をさせていただきます。 

 まず１番の一般会計決算概要について

の件でございますが、主要事業というとこ

ろをいろいろと見込んでのこの結果とい

うことで、よくわかりました。 

 やはり財政につきましては、しっかりと

市民サービスが低下しないということは

最低限の条件ではございますけれども、し

っかりと精査をしていただきまして、特に

既に決まっている阪急京都線連続立体交

差事業、あるいは今後されるであろう千里

丘西地区市街地再開発事業といったもの

に対して、しっかりと市として精査をして、

今回の財政の状況も鑑みて計画をしてい

ただければと思います。 

 またあわせて、税収をふやすための努力

も今後しっかりとしていただければと思

います。例えば健都イノベーションパーク

でございますが、企業があそこにしっかり

と進出すれば、固定資産税や法人市民税の

収入を見込めるというところでございま

す。市としても増収に至るところもしっか

りと取り組んでいただいて、総合的な財政

計画を立てていただければと思います。こ

ちらについては要望で終わります。 

 続きまして、３番目の防災資機材及び備

蓄用品整備事業というところでございま

すけれども、簡易トイレが１１４基という

ところで、こういったものについて、特に

経年劣化が遅いものというものは、１０年、

２０年もつかと思いますので、これはたく

さんあってもよいのではないかと思って

おります。例えばそういったものがあれば、

実際ほかの地域で災害が起きたときに、緊

急の調達がなかなか難しいというところ

もございますので、そういったところもし

っかり考えて、予算があるうちはしっかり

とそういったものを準備していただけれ

ばと思います。特に大阪府のその計画に基

づいて、１万１，０００人の避難民に対し

ての計画をされているというところでは

ございますけれども、それ以外でもその東

日本大震災では自宅避難民というのもす

ごい問題になっております。そういったと
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ころも鑑みて、また今後も検討していただ

ければと思います。こちらも要望で終わり

ます。 

 続きまして、４番のデジタル防災無線の

件につきまして、こちらも万が一の大切な

システムというところで、しっかりと更新

と、そしてメンテナンスをしていただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、５番目、熊本地震支援事業

につきましてで、給水車の派遣準備とか、

いろいろとその他にもされていたという

ところでございます。東日本大震災でも熊

本地震でも、いろいろと他自治体がしっか

りと応援をして、助け合ってやっていると

いうところでございます。もし、南海トラ

フ地震等がございまして、当事者になった

場合、他の自治体がこの摂津市に助けに来

ていただく場合も考えられますので、摂津

市もできる限りしっかりとほかの災害地

域につきまして、支援できる体制を整えて

やっていっていただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、６番、バス運行事業につい

てというところでございますが、やはり交

付金がなければ廃線というような厳しい

状況ということは、非常に理解をいたしま

した。しかしながら、安威川以南の公共交

通の充実のためには、今のバス事業という

のが必要であるかと思います。引き続き継

続をしていただければと思います。 

 そして、何か利用者をふやす手だてとい

うのもしっかりと考えていただければと

思います。自治会の方にバスをもっと利用

してくださいとか、そういった機会を設け

て、しっかりと言うことが、バス利用の増

加につながれば、またそれが増収に繋がっ

て、バスの増便、あるいは、そういった対

応がよりよくなるかと思います。特に安威

川以南の公共交通の整備というのは、非常

に喫緊の課題ではございますので、しっか

りと計画をして、やっていただければと思

います。 

 続きまして、質問番号７番目でございま

す。こちらについても個人のところという

ことで、よくわかりました。今、摂津市の

地域によっては狭隘道路が非常に多いと

いうのが私の印象でございます。そういう

際に、個人の家の建てかえとか、そういっ

た場合に、しっかりとそういった声をかけ

ていただいて、こういう助成があるよと、

ぜひこの助成を使ってくださいというよ

うな、防災と安全・安心のまちづくりの観

点からも、市からもそういった制度につい

て、あるということを言っていただいて、

活用していただければと思います。こちら

も要望で終わります。 

 続きまして、質問番号８番目の特定空家

対策事務事業でございますけれども、こち

らにつきまして、２０２５年問題という超

高齢社会に伴って、恐らく今後ますます空

家がふえていくと考えられ、非常に喫緊の

課題であると思います。そして、空家がふ

えれば、その防犯上といったところでも、

やはり問題が出てくるかと思いますので、

しっかりと対策を今のうち進めていただ

きまして、将来に備えてやっていただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、質問項目の９番目でござい

ます。指令センターの効果という、その実

績についてはよくわかりました。先ほども

言いましたけれども、そういった指令セン

ターもそうですけども、やはり特殊な機材

とか装備、システムについて、年々高くな

っているというところが現状でございま

す。そのため、しっかりとそういったとこ

ろを広域化、ほかの地域と一緒にできるこ
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とは一緒にやっていただいて、本市にとっ

て効果的な消防体制というものを見きわ

めて、今後１０年、２０年先もしっかりと

今回の成果を踏まえて、計画をしていただ

ければと思います。こちらも要望で終わり

ます。 

 続きまして、質問番号１２番目、救急安

心センター負担金というところでござい

ます。こちらも引き続き情報提供等しっか

りしていただいて、本当に必要な方が救急

車を速やかに呼べるという体制をとって

いただくように、この♯７１１９をしっか

り活用して、皆様に、市民の皆様により一

層の周知をしていただけるよう、よろしく

お願いをいたします。 

 続きまして、質問項目１３番目の応急手

当講習の件ということでございます。こち

らにつきましても、継続的な人材育成とい

うのが必要で、総合計画でも目標を立てて

いるというところでございます。何のため

に目標を立てているのかというのは、その

目標というのはやはり適当な数字じゃな

いと思います。やはり、必要だから、この

目標というのを定めているかと思います

ので、しっかりと総合計画に基づいて、目

標に基づいて、それを達成するために努力

をしていただければと思います。継続的な

人材育成をよろしくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

○渡辺慎吾委員長 ほかに質問ございま

せんか。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 それでは、総務建設常任

委員会における決算審査の質問をさせて

いただきます。 

 基本的には決算概要のページ数を追っ

て質問させていただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 まず、３ページですけれども、平成２８

年度決算は、この決算概要３ページに書い

てありますとおり、２億７，４３７万５，

０００円の実質収支黒字になりましたと、

でもこれは臨時財政対策債の発行や財政

調整基金の取り崩しで収支の均衡を保っ

たところです。臨時財政対策債の発行や財

政調整基金を崩さなければならない状況

で、今後どういうふうになっていくのか、

どういうふうにこれを思っておられるの

か、まず１点目、お教えいただきたいと思

います。これは松本委員も質問した一番大

事な部分ですので、重複するかもしれませ

んが、お教え願います。 

 次に、１２ページ、市民税のところなん

ですけれども、やはり摂津市の基本的な財

源というのは個人市民税、法人市民税、こ

の２つが私は一番注目すべき点だと、常日

ごろ思っています。ですので、ちょっと数

字を言わせていただきますと、市民税６５

億５，１８２万１，３２９円、そのうち個

人市民税が４３億９，６７４万５，９２９

円、法人市民税が２１億５，５０７万５，

４００円、前年度比で、市民税が７，８１

４万６０７１円、１．２％の減です。個人

市民税が８，２００万５，５７１円、１．

９％の増、法人市民税は１億６，０１５万

１，６４２円、６．９％の減、これはもう

一言で言ってすごい厳しい状況じゃない

かなと思っています。この要因をまず教え

ていただきたいと思います。 

 次に、１２ページ、市たばこ税、今回の

１６億９，７５２万５，０９７円、増減額

９億２７４万４３２円、先ほどもご説明が

ありましたように、１１３．６％の増とな

っています。これは毎年決算でどうなって

るんだという話がありますけども、今回は

１１３．６％の増というのは、本市にとっ
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てはすごいいいことですが、この歳入のう

ち９．１％の割合、約１割近くを占めてい

るということを考えれば、すごく大きなフ

ァクターになっていると思います。その要

因と、どうしてこういう決算になったのか

と、また今後についても教えていただけれ

ばと思います。 

 次に、４２ページ、総務課、法規事務事

業で、これは簡単に教えていただきたいん

ですけれども、平成２７年度に計上されて

いた行政不服審査制度等整備支援業務委

託料３９９万６，０００円が、今回は、平

成２８年度は計上されていません。なぜ今

回はこれが省かれているのか、計上されて

いなかったのか、教えていただければと思

います。 

 次に、４２ページ、総務課、市制施行５

０周年記念式典事業、これは新規ですので、

どういう内容で、どういうことをされたの

か、お教え願います。 

 次に、４６ページ、防災管財課、集会所

管理事業ですが、これについて、私は何回

も総務の委員会でご質問させていただい

ていることなんですけれども、摂津市内に

はたくさんの集会所があります。老朽化が

進んでいく中で、公共施設等総合管理計画

を踏まえて、今後、集会所の統廃合、これ

は必ず出てくるというよりは、必要になっ

てくると私は考えております。どういうお

考えなのか、どういう方向性でこれをもっ

ていくのか、お教えいただければと思いま

す。 

 次に、５０ページ、情報政策課、番号制

度システム整備負担金２１１万円、これは

マイナンバー制度におけるシステム整備

の負担金ですが、これについてどのように

考えているのか、まず１回目教えていただ

きたいと思います。 

 その次に、６２ページ、納税課、収納事

務事業ですが、平成２７年度は１，１０６

万１，５５３円、平成２８年度では６７２

万４，０３３円と金額的に半分ぐらいに数

字が下がってますが、これについて、理由

をご説明いただきたいと思います。税の納

め方については、納付書、口座振替、コン

ビニ払い、いろいろあると思いますが、ど

ういう方法が効率がよくて、経費を抑えら

れるのか、また、入金方法なんですけど、

これは会計室にまたがるかもしれません

けれども、今、クレジットカード払いとい

うのがふえてるようにお聞きします。です

ので、こういう入金方法を広げて、クレジ

ットカード払いなど、検討してはと思いま

すが、それに対してのご見解をいただけれ

ばと思います。 

 次に、６２ページ、納税課、インターネ

ット等公売事業、平成２７年度は３８万１，

０９９円、平成２８年度では１９万７，４

９８円、インターネットの普及で、公売が

これから盛んになってくるのかなと思う

中で、今後の見通し、この決算をどのよう

に思われて、これからまだまだふえていく

のか、そういう見通し等あれば教えていた

だきたいのと、官公庁のオークション出品

が今話題になっていると思います。実際の

落札率などについて教えていただければ

と思います。 

 次に、１１２ページ、土木費、土木維持

作業事業、平成２７年度は５，４０７万２，

２８８円、平成２８年度では６，１２１万

５，１２０円と増加傾向となっております。

道路は劣化して傷みますので、何度もこれ

もお聞きしてますけれども、この道路の修

繕の優先順位、どういうところをまずやっ

ていくのか、修繕していくのか、その優先

順位のつけ方、補修計画、本当にその補修
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計画は適切なのかどうなのか、その辺を含

めてお教えいただければと思います。 

 次に、１１４ページ、道路交通課、交通

安全啓発事業は５６８万４６２円、交通安

全推進協議会補助事業は１１５万５，００

０円、結構な額だと思います。この金額に

合った内容なのか、お教えいただきたいと

思います。 

 次に、同じく１１４ページ、道路交通課、

正雀駅南自動車駐車場管理事業について、

１８７万４，１００円、自分は正雀に住ん

でるんですけれども、車が全然駐車してな

いような気がして、本当に活用されている

のかなと思うような利用実態だと思って

いるんですが、どういう管理で、契約をさ

れているのか、指定管理者制度なのか、そ

の辺をお教えいただければと思います。 

 次に、１３０ページ、警備課、指令・通

信事業、これは今、松本委員とちょっと質

問が重なるんですけれども、この指令セン

ター共同運用等負担金が４９５万９，８２

５円、平成２８年４月から運用開始され、

広域連携ということは非常に私は意義の

あることだと思っております。先ほども効

果というお答えの中で、１１９番の件数と

か、受信がよくなったとか、そういう効果

が見込めるのは大事なことだと思います

けれども、その中で、私は救急車の到着時

間、それがもう市民にとっては何かあった

とき、事故があったとき、１分１秒を争う

ことになると思いますが、共同運用により、

救急車の到着時間は本当に短縮されたの

か、個人的には短縮されてほしいと思って

るんですけど、その辺をお答えいただけれ

ばと思います。 

 次に、１３２ページ、消防総務課、消防

団活動事業について、消防団員は地域防災

活動の担い手です。しかし、サラリーマン

が非常に多いと思います。もし平日昼間に

災害があったときに、本当に出動できるの

か、いろんなカバーする方策があると思い

ますけれども、改めてサラリーマンが多く

なっている傾向と対策というんですか、そ

れを教えていただければと思います。 

 次に、同じく１３２ページ、消防総務課、

消防団活動管理事業について、消防団員報

酬７０７万８５０円、消防団活動事業費用

弁償５６７万５，０００円、これは今年度

より活動報酬が分団でなく個人の口座に

入金になったとお聞きしています。その経

緯というんですか、今までと違って、各個

人に入金となった理由、内容、先ほど３５

８人の費用弁償、人数とかは報告いただき

ましたけれども、どういう分団にどうなっ

ているのか、活動状況とか、延べのその費

用弁償、夜勤で例えば幾らだとか、どうい

う地域でどういう活動に支払われている

のか。もっと言えば、事務報告書にその辺

も載せていただければなと、それは要望し

ておくんですけれども、その内容をお教え

いただきたいと思います。 

 次に、１３２ページ、同じく消防総務課、

消防団活動管理事業、平成２８年度、この

決算から防火診断や家庭の火災報知器の

周知確認などで消防団員が各家庭を訪問

して、一番は市民の方々との触れ合い、顔

が見える、ことが一番大事なポイントでの

取り組みだと思いますけれども、各家庭を

訪問していく中で、問題点がないのか、そ

の辺を課題はないのか、お教えいただきた

いと思います。 

 次も簡単に教えていただきたいんです

けど、１３４ページ、防災管財課の情報収

集伝達体制事業Ｊアラート、１１月にはま

たＪアラートのテストみたいなものがあ

るとお聞きしておりますけれども、これは
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北朝鮮のミサイルが飛んできたときも鳴

るとは思うんですけど、鳴ったときに市と

してどう対応することとなっているのか

教えていただければと思います。 

 次に、１３４ページ、防災管財課の平成

２８年熊本地震支援事業の６０万３６１

６円なんですけど、先ほどお見舞金という

ことで予備費から１００万円拠出すると

いう話、この１００万円の拠出するその何

か根拠というんですか、どういう事業だっ

たら、どういう災害だったらいくらなのか、

この災害についてのお金の根拠、内容はも

う先ほど松本委員のほうの答弁で理解し

ましたので、その根拠を教えていただけれ

ばと思います。 

 最後に、１３４ページ、防災管財課、防

災対策事業、防災カリキュラム作成委託料

の３５２万８００円、防災マップ作成委託

料の３８８万８，０００円、これもいろん

なところで質問をさせていただきます。今

回も質問させていただくのは、それほど大

事だと思うので、これを自治体や地域で取

り組んでもらっている自主防災マップと

か、そういうのを含めて、どんな効果、期

待を改めてしているのか、教えていただき

たいと思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 答弁を求めます。 

 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、決算概要３

ページの一般会計の決算概要から、一般会

計の全体での評価についてというご質問

にお答えいたします。 

 平成２８年度の決算で、まず注目いただ

きたいといいますか、我々としてもまず最

初にした点としては、やはり平成２０年度

以来８年ぶりに主要基金が減少したこと、

しかも、この減少につきましては、たばこ

税の増収、これがあったにもかかわらず減

少したというところでございます。もし、

たばこ税の増収がなければ、この基金の減

少額につきましても１０億円を超えた、そ

ういう状況になっていたのではないかと

感じているところでございます。 

 それを踏まえますと、やはり先ほども申

し上げましたように平成２９年度につい

ては、交付税も不交付、たばこ税の増収も

見込めないことになりますので、今後を見

据えて、きちんと今の時点で打てる手を打

っておく、選択と集中を図って、行財政運

営をしていくと、そういうことが重要にな

ってくると感じているところです。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 橋本次長。 

○橋本総務部次長 まず市民税の増減の

要因でございます。内訳といたしまして、

個人市民税につきましては、決算におきま

して、他の自治体へのふるさと納税に伴う

減収として約５，０００万円の寄附があり

ましたので、その影響が出てきた年でござ

います。それとあわせまして、個人所得の

伸びに加え、納税義務者の増加などを背景

に、前年度比で１．９％の増を確保いたし

ております。 

 法人市民税につきましては、企業収益が

堅調と見ておりますが、税制改正に伴いま

す一部国税化により税率引き下げの平準

化が本格的に始まった年でございます。そ

の影響に伴いまして、全体としましては６．

９％の減となっております。既に税率の関

係につきましては、条例改正等で示させて

いただいておりますが、マイナス２．６％

の税率の分につきまして、国税化されてお

ります。その影響額といたしましては、３

億４，０００万円と見ております。 

 続きまして、たばこ税でございます。た
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ばこ税につきましては、平成２８年度の増

収の部分につきまして、補正予算におきま

して、当初予算から９億２，０００万円の

増額補正をし、歳入の適切な確保を図った

ところです。たばこ税につきましては、製

造業者から小売業者に売り渡したたばこ

本数に係るもので、申告に伴いまして納税

される仕組みでございますので、そのよう

な申告を適切に管理しながら、たばこ税の

収納を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 また、平成２９年度におきましては、一

定、平成２７年度ベースの予算編成のもと

で、７億６，０００万円の計上をいたして

おります。ただ、本日の報道で、たばこ税

の増額等の税制改正の動きもございます。

そういったところも今後しっかり見据え

ながら、市税における基幹安定財源でござ

いますので、しっかり確保のほうに努めて

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 松方部参事。 

○松方総務部参事 それでは私のほうか

ら、中川委員がおっしゃっております行政

不服審査制度の整備支援業務委託料が今

年度あがっておらないということについ

てのお答えをしたいと思います。 

 平成２６年に行政不服審査の関連３法

というものが改正されまして、平成２８年

４月１日からの施行と法律上なっており

ます。その中身につきましては、今年度か

ら制度が始まっております行政不服審査

制度で、審査請求期間について６０日が３

か月になったり、それから、従前は異議申

し立てであったものが、審査請求に改正さ

れたり、あと、行政不服審査法及びその関

連法律が３５０ほどあったんですけども、

それを本市の条例で引用されている部分

が多数ございますので、その分の条例の洗

い出しをする。それとあわせて、行政手続

法についても改正がされております。これ

につきましては、標準審査期間、それから

審査基準、それを各課が明確に把握し、市

民の方からそういう請求があった場合に

お答えすることができるかというところ

も含めて、庁内で分析者に対して研修を行

うなど、そういうような業務を支援業務と

して平成２７年度に行った次第でござい

ます。それに伴いまして、平成２８年度か

ら今、委員が申し上げたような事業、法律

に基づく事業が展開されておりますので、

その点でその業務が完了したということ

で、今年度についてはあげておらないとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 そうしましたら、防

災管財課に係ります４点のご質問にお答

えいたします。 

 まず、集会所の管理事業でございますけ

れども、老朽化が進んでおるため、公共施

設等総合管理計画を踏まえて、統廃合も考

えていくのかというお問いだったかと思

いますけれども、現在、集会所につきまし

ては、５０か所ございますけれども、建設

から３５年を経過している集会所が１９

か所あり、やはり老朽化というのが大きな

課題となっております。 

 それで、昨年度策定いたしました公共施

設等総合管理計画に基づきまして、集会所

につきましても、現状を把握整理して、将

来人口ですとか、また財政負担、地域の特

性等を考慮しながら、今後どのように具体

的に対応していくのか、検討していく必要

があるかと考えております。 

 また、もう一方、国の動きによりますと、
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今後延べ床面積の減少を伴う施設の集約

化、複合化を図るといった財源措置として、

地方債の充当率が９０％ということで、ま

たその交付税の算入率も５０％というこ

とで、そういった財政的な視点を考えてい

きますと、公共施設、集会所も含めて、施

設の統廃合、集約化、複合化といったこと

も今後視野に入れて検討していく必要が

あるかと考えておるところでございます。 

 次に、１７番目の質問でありましたＪア

ラートの対応でございますけれども、Ｊア

ラートにつきまして、先ほど北朝鮮の弾道

ミサイルのお話がございましたが、もしそ

の弾道ミサイルによりＪアラートが発令

した場合、まず、市の職員体制といたしま

しては、発令された際に関係部長、また防

災管財課の職員が自動参集ということで

対応いたしております。 

 それとあわせまして、また市民への啓発

ということで、市の広報また市のホームペ

ージに、国から示されております避難誘導

の、例えば頑丈な建物に逃げるとか、地下

等に避難するような避難行動のご案内に

ついては、現在、ホームページと広報でお

知らせしているところでございます。 

 次に、熊本地震の１００万円の根拠でご

ざいますけれども、昨年度熊本地震の対策

本部を市役所組織の中で立ち上げまして、

その中でも議論になりました。その際、近

隣の状況を確認いたしますと、災害の規模、

なかなかこれ判断が難しいところではあ

るんですけれども、大体１００万円でお見

舞金を出されているという状況がござい

ましたので、このあたりは近隣の市町村と

足並みをそろえて対応をしたところでご

ざいます。 

 次に、防災カリキュラムと防災マップの

効果ということでございますけれども、ま

ず、防災カリキュラムでございますが、こ

れにつきましては、一昨年度に各小・中学

校から１名ずつの教員によるワークショ

ップを立ち上げております。この中で、防

災教育のあるべき姿の理解も深めながら、

防災カリキュラムの指導案という形でま

とめております。今後このカリキュラムに

基づきました授業を通じまして、子どもた

ちがいざというときに主体的にみずから

の命を守り抜く力を身につけて、防災に対

して日ごろから主体的に取り組み、また、

主体的に避難するという姿勢を身につけ

ていけれるように、教育委員会と連携して

取り組んでおるところでございます。 

 次に、地域の防災マップの取り組みでご

ざいますけれども、これも一昨年度から取

り組んでおる事業でございます。今回、３

か年度目になります。今年度につきまして

は、鳥飼小学校区の５つの自治会のほうで

取り組んでいただいております。効果とい

たしましては、地域住民がみずから主体的

に避難場所の確保ですとか、また、避難ル

ートの確認、これらを行いまして、マップ

を作成するということで、我々行政がつく

るハザードマップとは異なる、より地域の

方の声を反映した実用的なマップができ

ていると考えており、市民の自助・共助の

意識というのが十分高まっているという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 古賀課長、Ｊアラート

の件に対しては、平成２８年度の決算とい

うことで、そのサービス的に今後というこ

とを言うていただいても結構なんですけ

ど、ただ、平成２８年度はどういう状況か

ということをしっかりとまず説明しても

らいたいので、Ｊアラートに関してご答弁

いただきたいと思います。 
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 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 そうしましたら、Ｊ

アラートの平成２８年度の対応でござい

ますけれども、昨年度、鳥取県の中部地震、

１０月２３日に起こりました地震におき

まして、１回Ｊアラートのほうが発令され

ております。これにつきましては、Ｊアラ

ートとあわせまして、携帯におけるメール

での配信ですとか、今回北朝鮮のミサイル

ではなかったんですけども、地震によるＪ

アラートの発令というのが昨年度１件ご

ざいました。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 暫時休憩いたします。 

（午前１１時５６分 休憩） 

（午後 ０時５７分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開いたします。 

 答弁を求めます。 

 松方部参事。 

○松方総務部参事 中川委員の摂津市市

制施行５０周年記念式典事業の内容につ

いてご答弁申し上げます。 

 この式典につきましては、平成２８年１

１月３日、文化の日、１０時から開式を行

いました。開催場所は、摂津市民文化ホー

ルでございます。 

 式典の概要につきましては、２部構成と

いたしまして、第１部では、式典に加え、

市政功労者への表彰、感謝状の贈呈を行い、

第２部については記念講演として開催い

たしました。 

 当日、招待者は１６０名、受賞者３０１

名、計４６１名の出席をいただきました。

表彰式では、別に定めます表彰各功労別の

全受賞者名をご披露させていただきまし

て、功労ごとの代表者に授与を行いました。

また、感謝状につきましては、個人部門の

代表１名、団体部門の代表１名に対しまし

てご披露を行い、授与をさせていただきま

した。 

 来賓につきましては、大阪府の副知事に

よります松井知事の祝辞の代読、それから

衆議院議員２名の方に出席していただき、

また、バンダバーグ市長のジャックデンプ

シー氏にも出席をいただきました。 

 内容につきましては、第１部の開式前に

ＢＧＭとしましてアンサンブルの演奏を

行っていただきました。記念ということで

ございますので、過去に第１８回摂津音楽

祭のほうで銀賞を受賞されました蔵川瑠

美さんという方が、当時１７歳でございま

したが、現在、広島市の交響楽団のコンサ

ートミストレスをなさっておりまして、こ

ちらから要請をさせていただき、快諾いた

だきまして演奏いただきました。 

 また、２部の記念講演につきましては、

摂津市になじみの深い摂津市民の歌の「鳥

たちよ・川たちよ」を歌っていただいてお

ります紙ふうせんに参加いただき、ミニラ

イブを講演していただきました。 

 式典の参加者につきましては、式典の冊

子、記念誌の市勢要覧、記念品、文化ホー

ルのリーフレット等をご用意してお渡し

したところでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 槙納課長。 

○槙納情報政策課長 番号制度システム

整備負担金についてご説明させていただ

きます。 

 マイナンバー制度の情報連携を行う上

で、中間サーバーといいます国の情報提供

ネットワークシステムと既存業務システ

ムとの間に設置されます個人情報の副本

を保存・管理し、情報の授受を仲介する役

割を担うものとなっております。この中間

サーバーを利用する負担金として、地方公
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共団体情報システム機構に支出したもの

となっております。 

○渡辺慎吾委員長 早川課長。 

○早川納税課長 それでは、納税課にかか

わりますご質問にお答えさせていただき

ます。 

 収納事務事業のほうが減になった理由

でございますが、電話催告の業務委託料、

こちらのほうが減になっております。こち

らの事業につきましては、民間業者に債権

回収を電話でお願いしておりますコール

センター業務でございまして、こちらは平

成２２年８月から行っております。この業

務委託料は、平成２７年度までは納税課で

一括でお支払いを行っておったんですが、

平成２８年度は国民健康保険、上下水道料

金、介護保険料、保育料、学童保育等、各

担当課で支払いは行っておりますので、納

税課は減になっております。 

 それと、クレジットカード等での支払い

については、市民税課のほうでお答えさせ

ていただきますので、よろしくお願いしま

す。 

○渡辺慎吾委員長 橋本次長。 

○橋本総務部次長 市税の収納につきま

して答弁を申し上げます。 

 まず、収納方法につきましては、現在、

口座振替及びコンビニ収納を採用してお

ります。 

 口座振替につきましては、市民税の普通

徴収の関係、固定資産税・都市計画税の関

係でご利用いただいております。 

 コンビニ収納につきましては、平成２２

年、軽自動車税からスタートいたしまして、

平成２３年、固定資産税及び市民税の普通

徴収に拡大して現在に至っております。 

 それぞれの収納状況でございますが、個

人市民税の普通徴収におきまして、金額ベ

ースで申し上げますと、口座振替が全体の

１７％、コンビニ収納におきましては全体

の３０％、残り約５３％が通常の銀行振り

込み等でございます。また、固定資産税に

おきましては、口座振替は、全体の１６％、

コンビニ収納につきましては７％、残り７

７％が通常の銀行等での納付書払いにな

ります。ただ、固定資産税におきましては、

法人等の納税者数等もございますので、口

座振替もしくはコンビニ収納の利用が少

ない傾向もございますので、その点を加味

していただきたいと思います。 

 また、かかる費用でございます。収納方

法につきましては、口座振替で１件につき

まして４円から１０円の費用が発生いた

します。コンビニ収納におきましては、１

件当たり５５円の費用が発生いたします。

特にコンビニ収納の利用につきましては、

２４時間いつでも納税できることがござ

います。その中で、身近なコンビニの利用

状況を平成２４年度から平成２８年度の

数字で比べますと、振り込みの１回ごとの

利用件数で１．３倍、納税金額にいたしま

して平成２４年度の１．７倍に膨らんでお

ります。クレジットカード収納に関しまし

てですが、既に近隣市においても実施され

ていることを確認しております。これにつ

きましては、１件当たりの手数料が高額と

なることもございます。今後の収納環境の

改善を図ることは必要でございます。引き

続き、検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 早川課長。 

○早川納税課長 それでは、納税課に係り

ますもう１点についてご説明申し上げま

す。 

 インターネットオークション等公売事
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業について、ネットオークション出品時の

落札率と今後の見通しということですが、

インターネット公売については、平成２０

年度から実施しておりまして、差し押さえ

をしました動産をヤフーのインターネッ

ト公売を利用して売却しております。 

 平成２８年度は、３６品を出品し、２１

品の落札がございました。率にしますと、

５８．３％となっております。また、売却

額ですが、２６万２，３３７円でございま

す。動産の差し押さえについては、滞納者

の自宅や事務所の捜索を行い、換価できる

ものを差し押さえ、公売をして、その代金

を滞納している税にあてておるものでご

ざいます。インターネット公売は他市でも

普及はしておりますが、模造品や偽造品も

多く、その鑑定に時間を要しますので、イ

ンターネット公売を進める上で慎重に対

応したいと考えております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 中川委員がご質問

の決算概要１１２ページ、土木維持作業事

業の費用が増加する中での修繕計画につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 土木維持作業事業は、市の管理する道路

や施設に係る日常的な維持作業を行うも

ので、具体的な内容といたしましては、側

溝や雨水ますの清掃、草刈り作業、安全柵

等の道路施設の緊急補修、軽微な舗装等の

作業でございます。これに係る費用につき

ましては、入札価格の積算に用いる労務単

価や経費率が毎年上昇傾向にあることと、

開発行為等で道路が整備されることで市

の管理範囲もふえていることから、平成２

８年度は、前年度と比較して１３％程度の

増額となっております。 

 このような中での修繕計画でございま

すが、土木維持作業は道路の状況に応じて

早期に行う維持作業でございますので、計

画的な修繕につきましては個別の事業、例

えば舗装であれば道路補修事業において

舗装点検による評価を踏まえて計画的に

舗装の打ちかえを行ったり、安全柵につい

ては、市内の調査結果に基づき、転落防止

安全柵設置事業において計画的に改修を

行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、まず交通

安全啓発事業の内訳、それと交通安全推進

協議会の内容についてのご質問にお答え

させていただきます。 

 交通安全啓発事業の５６８万４６２円、

この内訳につきましては、１つ目が交通安

全推進員の賃金２７９万２，９６１円とな

っております。 

 推進員につきましては、平成２４年４月

に自転車安全利用倫理条例に基づいて、自

転車安全利用を推進することを目的とし

て雇用している方であります。 

 それから、２つ目、消耗品費としまして

１８９万７，３０９円の主な歳出用途とし

ましては、高齢ドライバー運転免許証自主

返納を促進するための返納者に対する反

射つきジャンパーの支給製作費となって

おります。それから、印刷製本費としまし

て１１万２，６９２円、これは春・秋全国

交通安全運動実施中と書いた横断幕、これ

の製作費、購入費としております。それか

ら、庁用器具費としまして８７万７，５０

０円、交通安全教室で使用する持ち運びが

できるＬＥＤの信号機、全小学校３年生に

向けて、学校へ出向いて安全教室をする際

に使用させていただく器具を購入してお

ります。それと、参加者の小学生に対して
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自転車の免許証、安全カード、安全項目な

ども載せた免許証の写真を発行するため

の機材、これの購入費にもあてさせていた

だいております。あわせて５６８万４６２

円という内容になっております。 

 それから、交通安全推進協議会補助金の

１１５万５，０００円の内容につきまして

ですが、これは摂津市交通安全推進協議会

として、摂津市長を会長に、市議会議長を

副会長、また大阪府議並びに摂津警察署長

が顧問となりまして、関係団体５６団体で

構成されている協議会というのがござい

まして、そこへ補助金として、市のほうか

ら１１５万５，０００円を出しております。

道路交通課は、事務局として活動している

ような状況であります。 

 歳出の内容につきましては、交通安全に

関するフェスティバルや交通安全大会な

どの参加者への記念品等、それと小学校１

年生入学の際の反射シールやリストバン

ド、リボン等の購入、それから小学校３年

生の自転車安全教室実施に配付する安全

啓発の購入費、それと平成２８年度は全小

学生に配付した３，０００部にわたる交通

安全マップ、この製作費にあてております。 

 次に、正雀駅南自動車駐車場の契約管理

についてのご質問でございますが、この駐

車場につきましては、府営摂津正雀住宅の

跡地、残地としまして、摂津市が大阪府に

対しまして、行政財産使用許可をもらって、

この事業費１８７万２，３００円を使用料

としてお支払いしているものでございま

す。現場の自動車駐車場の管理運営につき

ましては、市と自転車駐車場整備センター、

これは公益財団法人になるんですが、そち

らと協定書を交わしまして、施設設備の建

設から管理運営までを全てそちらでして

いただいている状況でございます。ですの

で、この予算に関しては大阪府への使用料

のみという形になっております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 日野参事。 

○日野警備課参事 消防本部警備課指令

情報担当所管１３０ページ、指令・通信事

業、消防指令センター共同運用等整備負担

金及び救急車の到着時間の短縮について

お答えいたします。 

 まず、１点目の指令センター共同運用等

負担金につきましては、摂津市から吹田

市・摂津市消防指令センターへ派遣されて

いる職員の運用経費や光熱費等でござい

ます。 

 ２点目の救急車の到着時間に対しての

質問ですが、本市の消防本部におきまして

は、吹田市と共同で平成２８年４月１日か

ら吹田市・摂津市消防指令センターの運用

を開始しております。その効果、メリット

の一つといたしまして、１１９番の入電か

ら出動指令における消防車、救急車の出発

時間の短縮化があげられます。理由といた

しましては、消防指令センターにおいて、

高機能消防指令システムを導入すること

が実現いたしており、１１９番通報の受信

処理能力が大幅に向上したことにより、災

害地点の決定を正確で的確な対応が可能

となったからでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松田課長。 

○松田消防本部総務課長 それでは、消防

総務課所管の消防団に関します質問番号

１４番、１５番、１６番の質問にお答えい

たします。 

 まず、質問番号１４番、平日昼間帯に出

動可能な消防団員は全体のどれぐらいに

なるのかという質問でございます。現在、

摂津市消防団の基本団員数は３５４名で
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ございます。ご指摘のとおり、近年、消防

団員のサラリーマン化が進む中、基本団員

が一般企業等で働いておられます比率に

つきましては約７６％でございます。また、

市外での被雇用者数は１５７名で、全体の

約４５％でございます。市内では１１１名、

約３１％、市内の被雇用者以外の数は８１

名で、約２２％となっており、そのほかは

学生の団員でございます。この数字に平日

昼間帯の出動を主眼としたアシモリ分団、

ダイキン分団、カネカ分団の機能別消防団

員４７名あわせますと１２８名となり、全

団員数の４０６名のうち約３２％、約３割

が出動可能となりますが、この数字はあく

までも勤務先が市内の方から被雇用者の

数を除き、機能別消防団員の数を足したも

のでございますので、被雇用者団員がお勤

めの会社風土やさまざまな要因により増

減があると考えられます。 

 次に、質問番号１５番、消防団員報酬、

費用弁償が個人口座への振り込みになっ

た経緯についてお答えいたします。 

 本市におきましては、平成２７年度まで

は、消防分団からの希望で会計室と協議の

上、各分団員から委任状を提出いただき、

各分団ごとに選出されておりました会計

担当者の口座に一括して入金し、その明細

を各分団長に送付することで適正に処理

してまいりました。 

 一方、平成２３年１０月２８日、消防災

第３３７号、消防団の充実強化についての

消防庁長官通知において、消防団員に対す

る報酬等の支払い方法については、その性

格上、本人に直接支給されるべきものと考

えられ、適正な方法で支給されるよう通知

されております。 

 本市におきましても、この通知を受け、

各分団員から個人口座振り込みについて

了承を得ることができましたので、平成２

８年度からは個人口座への振り込みに変

更したものでございます。 

 消防活動事業の費用弁償の内訳につい

てでございますけれども、年間を通じてさ

まざまな訓練、啓発活動、会議等の行事が

ございます。平成２８年度におきましては、

火災等出動関係で１１件、延べ１７分団に

出動していただいております。出動されま

した延べ人員が８５名で計２５万５，００

０円、歳末警戒、出初式及び訓練関係では、

参加延べ人員が２，５６１名で約５１２万

２，０００円となっております。研修関係

では、参加延べ人員が１４９名で計２９万

８，０００円となっており、その合計は５

７６万５，０００円となっております。 

 次に、質問番号１６番、消防団火災予防

啓発活動についてお答えいたします。 

 平成２８年度から火災予防の啓発活動

を通じて、所轄地域のことをよく知ってい

ただくことで、地域に密着した住民と消防

団が顔の見える関係を築こうと、消防団火

災予防啓発活動として各分団管轄地域の

家庭へ訪問させていただいております。 

 内容につきましては、火災につながる日

常習慣がないか、住宅用火災警報器の設置

状況等をお伺いしております。当初から、

訪問に際してトラブルの懸念がありまし

たので、服装は消防団活動服を着ること、

家屋内には立ち入らない、消防団員証を必

ず携帯する等のルールを設けております。

住宅防火訪問書を作成し、その内容に基づ

いて啓発活動を行っていただいておりま

す。また、訪問地域の自治会長へは、事前

に消防団員が巡回を行う旨の通知文を発

送し、自治会員への回覧をお願いしており

ます。質問内容につきましては、出入り口

にものを置いていないか、子どもや高齢者
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などの部屋は避難しやすい場所にしてい

るか、ストーブの上に洗濯物を干していな

いか、家の周りに燃えやすいものはないか

の４点と、住宅用火災警報器の設置状況や

維持管理についての指導や説明を行って

いただいております。 

 また、効果についてですが、すぐ目に見

えるものではないと思いますが、防火意識

の重要性について、直接広報を行えたこと

は成果であると考えております。住宅用火

災警報器を設置しておられた方の中でも、

電池の点検方法や交換方法、市の条例で決

められた設置場所について理解されてい

ない方が多かったとの意見もあり、この活

動は維持管理等の啓発の面でも効果があ

ると考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ３ページの概要につい

てなんですけれども、先ほど言いましたよ

うに、やはり決算概要の内容が全てだと思

うんです。ここにはいろんなことが書いて、

問題点や課題、こうしなければいけないと

いうのが１ページの中に全て詰まってい

ると思うんです。これを解決すれば、本当

に明るい未来が来る摂津市になると思う

んですけど、この財政状況の中で、「魅力

向上、定住促進のため『こども、健康、安

全、安心』に重点を置いたまちづくりに取

り組んでまいりましたが、今後の財政運営

におきましても、選択と集中を図り、限り

ある財源をいかに効率よく市民サービス

へと還元することを念頭に置き」と書いて

あるんですけど、これが実際にどうだった

のか、まず大きな話ですけれど、この魅力

向上、定住促進、これは一番大事な部分だ

と思います。これについての見解をお伺い

したいと思います。 

 次に、個人市民税、法人市民税のところ

ですけども、やはり法人市民税と個人市民

税、これが一番大事なもの、どうにかしな

ければ、摂津市の今後はないと言ってもい

いぐらい、私はここにいつも着目していま

す。その中で、法人市民税、そして個人市

民税は、やはり人口の問題、まちづくりと

大きくリンクしていくと思っています。で

すので、ちょっと話は大きくなりますけれ

ども、鳥飼小学校や鳥飼東小学校地域の子

どもの減少、これも市民税という部分に関

しては、やはり安定的に入ってくることが

望めなくなる、だからまちづくりを考えな

ければいけない、そういう点で、どのよう

なまちづくりの視点から市民税をどうや

ってふやしていくかということをお聞か

せいただきたいと思います。 

 たばこ税については理解いたしました。

なかなかきっちりと毎年、安定的に入れば、

これだけの収入はすごいありがたいお話

で、今、１本３円とか４円増税になるとか

という議論もされているところですけれ

ども、しっかりといいような方向で、摂津

市に税収が入ってくるように働きかけを

していただければと思います。 

 総務課の法規事務事業、これは理解いた

しました。 

 次に、４２ページの市制施行５０周年、

この５０周年に自分が議員として立ち会

えたことをすごく誇りに思って、うれしく

思います。次の５０年に関して、自分も身

が引き締まる思いでやらなければいけな

いなと思った式典でした。 

 その中で、平成２７年度報償金２１万２，

０００円、平成２８年度報償金が２８３万

５，６８６円になっています。報償金の内

容をお教えいただきたいと思います。 

 次に、４６ページ、防災管財課の集会所
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なんですけれども、今、ご答弁の中で、３

５年以上経過しているものが１９か所あ

る中で、これは毎回、今、整備している、

検討しているという答弁だと思います。実

際にあれば、やはり維持費がかかります。

コストがかかります。本当に結論を出して、

公共施設等総合管理計画のような、市民に

とってわかりやすい計画を示していく必

要があると思います。ですので、この集会

所の統廃合の問題、これを一刻も早く結論

を出していただいて、整備していただきた

い。住民の方々の意見もちゃんと集約して

整理していただきたいと思いますので、要

望とさせていただきます。 

 次に、情報政策課の番号制度システム整

備負担金、中間サーバーの費用負担という

のはわかりました。関連で簡単に答えてい

ただければと思いますが、広報せっつ１１

月号に、マイナンバー制度の情報連携がい

よいよ本格化すると、これまで窓口手続の

添付書類を省略できるようになりますと

なっていました。システム改修の面から、

この番号システム、マイナンバー制度とい

うのは、漏えいしたら大変なことになって、

大きな問題、プライバシーの危機になると

思います。ですので、システム改修の面か

ら、体制が万全なのか、お答えいただけれ

ばと思います。 

 市民税課のコンビニ収納、他市ではクレ

ジットカードでの支払いもやっていると

いう話です。やはり収納方法、いろいろ市

民の今の利便性、カードなのか、現金なの

か、身近に行く場所にあるのが当然いいわ

けですから、これをもっと幅広く、コンビ

ニだけじゃなくても、近くの酒屋でも払え

るとか、仮にそういうような形で、利便性

をもっといろんな形で先進的な支払い方

法を市民の側になって考えてほしい。当然、

そこにはリスクもあると思いますけど、考

えていっていただきたいことを要望とし

ておきます。 

 納税課のインターネット公売について

は、これも要望にしておきますけれども、

これからこういうインターネット公売の

事業は数がふえてくると私は予想してお

ります。その中でも、今、ご答弁がありま

したけれども、模造品や偽造品を見分ける

ため、業者に頼まなきゃいけない、そうい

うところの費用対効果、それがどんな小さ

なものでも、そうやって業者に鑑定しても

らう費用のことを考えれば、どうなのかな

という議論もあるとは思いますけども、こ

の辺はニーズとして出てくると思います

ので、これは要望として、しっかりやって

いただきたいと思います。 

 次、１１２ページの土木維持作業の件で

すけれども、優先順位、道路の補修という

のは、当然、急に道路が陥没したとかいう

突発性がない限りは、優先順位をつけて実

施していく必要があります。よく道路の補

修で、お金が限られていますので、鳥飼な

のか、正雀なのか、別府なのかという感じ

で、どこの道路をどうしているのか、しっ

かりと市民にわかるようにしてほしい。い

つも思うんですけれども、優先順位、ここ

がこうだからこっちを優先しなければい

けないというのをしっかりとわかるよう

に、市民の方々から問い合わせがあっても

答えていただけるような方向性なり、資料

なりがあったらありがたいなと思います。

この道路を補修してよという話も、よく私

もいただきます。でも、優先順位があるか

ら、お金が限りあるからという話はします

けど、じゃあ、優先順位って何だという話

をよくされますので、その辺、今、細かい

ことでどうこうというつもりはないです
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けれども、しっかりとした優先順位をわか

りやすく、市民全員が納得することは無理

かもしれませんけれども、この部分は道路

ができて長いから、経年劣化が激しいから

こうなんだとかとかいろいろあると思い

ますので、そういうことをしっかりと考え

て教えていただければ、この道路はこうい

う理由で優先順位が高いとわかるように

明示していただきたいなと思います。これ

は要望としておきます。 

 次に、道路交通安全啓発事業ですが、内

容はいろいろお答えいただいてわかった

んですけど、５６８万４６２円、そのうち

２７９万２，９６１円ぐらいが賃金という

ことで、結構な金額だなと思います。交通

事故の件数を見ますと、今回４０２件、前

年度比マイナス３４件、死者は１人と前年

同数で、傷者が４６１人、交通事故が全体

的に減っている傾向にあるのかなという

ことはあるんですけれども、いい傾向であ

るので、このお金は費用対効果とすればあ

るのかなと思いますけれども、例えば安全

対策工事４３万２，０００円に資料ではな

っていると思います。私は、この安全啓発

事業、いろんな方がいろんな啓発をするの

も大事ですけれども、その前にと言うとち

ょっと言い方がおかしいですけども、例え

ばラインだとか、カーブミラーとかで本当

に安全が確保できるのであれば、この４３

万２，０００円というのが単純に少な過ぎ

るように思います。ラインが本当に消えか

かっているところを優先して、先にそうい

うところにお金を回してもらったり、実際

にやってもらいたいなと思います。それが

一番の交通安全対策じゃないかなと思っ

ています。ですので、そういうことを意識

していただきながら、もうちょっと交通安

全対策工事、当然、限られた予算の中で、

やりたいこともいっぱいある中でできな

いのはわかるんですけれども、啓発事業か

ら回せるのであれば、協議会の補助事業か

ら回せるのであれば、そちらにつけていた

だきたいことを要望しておきます。 

 １１４ページの道路交通課の正雀駅南

自動車駐車場管理事業ですけれども、これ、

もう一度教えていただきたいんですけど、

運用状況、自転車駐車場管理センターが管

理をしているということですけど、利用時

間、１時間幾らなのか、利用率がすごく悪

いように思うんですけれども、自転車駐車

場管理センターが運営管理をしているの

で市がタッチできないのはあれなんです

けれども、ちょっとその辺で、運用状況、

利用率を教えてください。また、金額も、

周りの状況からすれば高いんじゃないか

なとか、実情を本当に把握されているのか、

そういうことを含めて、これはお答えいた

だきたいと思います。 

 次、１３０ページ、警備課の指令センタ

ー、救急車の話の短縮がされたのかどうか

というのはお答えが聞こえていなかった

ら失礼なんですけども、なかったように思

います。救急車というのは、市民の中で、

消防車よりは使う頻度があると思われま

す。前回だったか、前々回だったか、私も

総務の質問をさせていただいたときに、こ

れもはっきり覚えていないので失礼なん

ですけど、消防整備指針か何か、国から出

ている、規模によって、人口によって消防

車が何台、救急車が何台というのがあった

と思います。その中で、消防車は摂津市の

場合、５台が国の基準だったと思いますが、

現在は４台となっており、そんな中で、１

分１秒を争う人命救助に当たって、やはり

整備されていないということはどうなの

かなというものも含めて、せっかく吹田市
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と消防連携、広域連携をして、大きな部分

での総額のコストパフォーマンスはわか

るんですけれども、救急車に限定した中で、

どのように救急車の重要性を位置づけて

いるのか、それをお答えいただければと思

います。 

 １３２ページの消防団の管理事業、そし

て費用弁償について、内容はわかりました。

今までは、会計室が消防と相談してお金を

支払っていたみたいですけど、そういうこ

とは、今まで決算概要だとか、他の資料に

明示されているんでしょうか。やはりそれ

だけの結構な額なので、どういう形で、ど

の分団に幾らなのか、その分団が何人でこ

うなっているのか、そういうのも明確化し

ておく必要があるんじゃないかと思いま

す。だから、今回、個人に入金がされるこ

ととなりました。それも各分団ごとに事務

報告書に載せるぐらいしっかりとやって

いく必要があるんじゃないかなというこ

とを思いますので、見解をお伺いしたいと

思います。 

 次に、消防団活動管理事業で、消防団が

各エリアに戸別訪問するような形で、いろ

いろ問題点をお聞かせくださいというこ

とで、いろんな指導の中で、家屋に立ち入

らず、各家庭を回られていると思いますけ

ども、質問事項をお聞きすることは、各家

庭のプライバシーに踏み入ることになり

ます。消防団の分団長にはそういう説明を

されているとはお聞きしていますけれど

も、実際に訪問する人間にちゃんとした教

育なり指導なりして訪問しないと、プライ

バシーを脅かすような大変なことになっ

て、当然、漏えいとかになったら大変な問

題になると思います。当然、消防団の制服

を着て訪問する、信用をもってやるのは大

事ですけれども、例えば第三者、消防団だ

けじゃなく、自治会長なり市の職員なり、

これはわからないです。消防団員を信用す

るとかしないじゃなくて、例えば消防団の

服を着ながら、腕章でこういう訪問をして

いるとか、消防団員の信用性を確保しつつ、

お聞きしたプライバシーをしっかりと守

る、聞いてきた情報をどうやって管理する

のか、その辺をもう一度お伺いしたいと思

います。 

 Ｊアラートについては理解しました。 

 １３４ページ、熊本地震については、１

００万円の根拠をお聞きしましたけど、ち

なみに東日本大震災のときは幾らぐらい

の見舞金をお出しになったのか、教えてい

ただければと思います。また、その金額を

決定した経緯、それも近隣の市町村との横

並びでやられたのか。本市は釜石市に職員

を派遣している、そういうことを踏まえて

されたのか。どのように東日本大震災では

見舞金をされたのか、教えていただけたら

と思います。 

 １３４ページの防災対策事業、防災カリ

キュラム作成委託料ですけれども、防災教

育というのもやっていると思います。防災

教育というのは、当然、教育という名のも

とに、一朝一夕にすぐに数字なんかにあら

われるものじゃないというのはわかりま

すけども、心に訴えるものですから、大変

大きなことだと思います。これに対して、

前もお聞きしましたけど、子どもたちの反

応だとか、本当にこれで３５２万８００円

ものお金をつぎ込んで、子どもたちのやる

気がこう変わってきたんだとか、まだ始ま

ったばかりの事業ですけど、わかれば、教

えていただきたいと思います。 

 防災マップについては、要望ですが、３

８８万８，０００円でいろんな自治会、い

ろんなところで防災マップをつくって、な
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おかつ自主防災訓練をされています。これ

はせっかくいいものをお金をかけてやる

んですから、ぜひこれを使って、もうちょ

っと自主防災訓練だとか、もうちょっとよ

りよい、身になるというか、防災に対して、

市民の方の意識が高まるようなマップを

使ったものを検討していっていただきた

いと思います。要望としておきます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 質問番号１番、決算概

要３ページのところ、魅力向上・定住促進

のため「こども、健康、安全・安心」に重

点を置いたまちづくりに取り組んでまい

りましたという部分で答弁申し上げます。 

 財政面から、この効果についてご説明す

るのは少し困難なところはございますけ

れども、子どもの部分でいいますと、平成

２８年度決算では、児童福祉費、これで４

６億円ほど執行いたしております。これに

つきましては、平成２７年度と比べますと、

平成２７年度が４５億円余りでしたので、

決算額といたしましても１億２，０００万

円弱増加している状況にございます。やは

りこれだけの金額をかけていろいろ担当

課で事業を実施いただいておりますので、

福祉の分野でいろいろと子どものための

事業が行われたものと考えております。 

 それから、安全・安心の部分でいいます

と、なかなかいろんな分野にわたっており

ますので、金額的な評価というのが難しい

んですけれども、平成２８年度の予算編成

の時点で、そういった重点テーマを設けて、

予算の配分を行っておりますので、それに

のっとった執行を十分いただいて、一定の

効果が上がっていると財政としては考え

ているところです。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 橋本次長。 

○橋本総務部次長 ２番の市民税につい

てのご質問にお答えいたします。 

 平成２８年度個人市民税におきまして

は、納税者の増加が寄与したと見ておりま

す。同時期の市内の人口の動きを見まして

も、一定増加はしておりますが、その増加

率を上回る納税者の増加でございました。

景気の持ち直しによる就業環境の改善が

あると見ておりますが、今後、少子高齢化

の中で、やはり生産年齢人口の減少ととも

に、給与所得者の方の減少も見込まれると

ころでございます。今後のまちづくりの中

で、身近な市内での就業環境等が整うこと

も非常に大事なことかと思いますけれど

も、我々といたしましては、法人市民税と

ともに、今後の市税の動き、税制改正の動

きにしっかり着目しつつ、計画的な財政運

営に寄与してまいりたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 松方部参事。 

○松方総務部参事 中川委員の５番目の

質問、４２ページの概要の５０周年式典に

関する報償金にかかわることについての

ご質問にお答えいたします。 

 報償金につきましては、まず１つ目が当

日の式典の手話通訳、この１団体に対して

１万５，０００円という形で報償金を一式

支出しております。２つ目に、表彰状の収

納用の丸筒に摂津市の色に近いレザック

紺という色で、金箔で市制施行５０周年記

念摂津市と縦に印刷させていただいたも

のを４１０本、購入しております。それか

ら、記念品としまして、ペアグラス、タン

ブラーというんですかね、２個組のものを

招待者の方と表彰受賞者の方の分を含め

て必要分、購入しております。これが７０
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０個でございます。金額で申し上げますと、

丸筒のほうが９万７，８５８円、タンブラ

ーのほうが２６７万６，２４０円、それか

ら手話通訳の報償金が１万５，０００円で

ございます。それ以外に、この年度にバッ

ハオルガンコンクールで冨田さんという

方が受賞されたということがありました。

それから、薫英の駅伝が２年ぶりにまた全

国制覇されたということがありましたの

で、その分について、冨田さんについてデ

ジタルフォトフレームを６，５８８円、そ

れから薫英のマラソンのチーム８名に対

して図書券を５，０００円の計４万円を支

出しております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 槙納課長。 

○槙納情報政策課長 それでは、情報政策

課所管のご質問にお答えさせていただき

ます。 

 委員がご指摘のとおり、１１月１３日か

らマイナンバー制度による情報連携の本

格運用が開始される予定となっておりま

す。情報連携スタートを見据えての各業務

システム改修は、ほぼ平成２７年度に完了

し、平成２８年度におきましては総合運用

テスト、情報照会テストやマスターの取得

更新などについて、システム改修等の対応

を行ったところです。７月１８日から既に

自治体間等での情報連携の試行運用がさ

れております。この間、情報照会、提供に

おきまして、システム的なトラブルもなく

利用できているところでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、中川委員

の２回目の質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず、正雀駅南自動車駐車場の運用状況

と利用時間当たりの費用についてでござ

いますが、まず市のほうへ事業として支出

させていただいている金額につきまして

は、大阪府から行政財産として使用許可を

もらって、使用料としてお支払いさせてい

ただいている土地代でございまして、運用

につきましては、全て協定書を交わしてい

る自転車駐車場整備センターが運用を行

っております。それで、駐車場の建設費の

初期投資とランニングコストについて、使

用料をもって回収し、運用をされていると

いう状況であります。整備センターにつき

ましては、自動車駐車場以外に、正雀駅前

の第一、第二、第三、第五の自転車駐車場

もあわせて、同じ協定書をもって契約して

いる状況であります。その自転車も含めた

使用料によって運用をされております。 

 利用実態につきましては、自転車駐車場

整備センターからの報告でいきますと、平

成２８年度の実績が、自動車駐車場につい

ては使用料として１４５万円の収入が入

っているということでございます。駐車場

の利用料につきましては、最初の３０分が

２００円で、以降１００円、上限設定はな

いというような状況です。周辺には民間の

駐車場もほかにありまして、利用率が低い

のは、他の駐車場に比べて、最初の３０分

の料金設定が高いというところが原因で

はなかろうかと思います。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 木下課長。 

○木下警備課長 それでは、指令共同運用

開始後に、救急車の現場到着までの時間短

縮について、警備課から２回目の説明をさ

せていただきたいと思います。 

 まず、先ほど説明で、共同運用により、

消防車の到着時間は短縮されたのかとの

でした。これにつきましては、最新鋭高機
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能の指令システムを導入したことにより、

いち早く予告指令が入りまして、その後に

本指令が入るということで、消防車、救急

車の出動時間が早くなっておるというこ

とでございまして、これについては間違い

はないんでございますけれども、実は、現

場到着までの短縮時間、これについてはど

んなものかということでございますが、特

に救急車でございますけれども、救急車が

配備しています本部から出発して、救急の

現場へ到着することが基本でございます

けれども、やはり年間４，０００件以上の

多数の救急事案がある中で、それだけには

限らず、遠い病院、例えば大阪市、高槻市

の山奥の病院、もしくは川を挟んで守口市

の病院等に救急が行きまして、その引き上

げ途上に救急指令が入って、摂津市内の現

場へまた向かうというような事案が最近

ふえておるような状況でございます。こう

いった中で、統計をとりますと、これは一

概に現場到着までの時間が早くなったと

は言えない状況でございます。せっかくの

指令システムで、通報から出発までは早く

なっておるんですが、統計的にはそういう

形になっておるというところでございま

す。 

 委員がご指摘のとおり、救急につきまし

ては、頻度が高く、一番市民に対しての大

事なところだということは整備指針のほ

うでも上げられているところではござい

ますけれども、おっしゃるとおり、国の基

準で５台というところで、本市におきまし

ては４台で運用しているわけでございま

すけれども、限られた人員、限られた車両

等、救急資源を最大限効果的に活用して、

市民の救急ニーズに対応してきたもので

ございますけれども、今後もさらにふえ続

ける救急ニーズに対しまして、市民の一人

ひとりが安心・安全に暮らせる救急体制を

維持するように、消防本部として人員・機

械の整備を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松田課長。 

○松田消防本部総務課長 それでは、費用

弁償の実績等を決算概要等に記載すれば

というご質問でございますけれども、各分

団ごとでの出動等の費用弁償についての

記載は困難であると考えております。しか

し、出動件数等の統計については、概要等

の記載につきましては、今後検討してまい

りたいと考えております。 

 ２つ目の消防団啓発活動ですが、プライ

バシーはどういうふうに守っているのか

ということなんですが、質問内容によって、

家庭内の秘密を知り得た場合でも、摂津市

消防団条例の第１０条、消防団員は、職務

上、知り得た秘密を他に漏らしてはならな

いという条文について記載されておりま

す。これは、巡回前の分団長が集まってい

ただいているときに、しっかりと説明をさ

せていただいております。知り得た情報に

つきましては、データ管理はしておりませ

んけれども、紙ベースで消防本部で紛失等

のないように、しっかりと確実に保管して

おります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 そうしましたら、質

問番号１８番、熊本地震の対応で、東日本

大震災のときの義援金等の対応はどうだ

ったのかというご質問にお答えいたしま

す。 

 平成２３年３月１１日、大震災発生後、

庁内に東北地方、太平洋沖地震災害支援対

策本部を設置いたしております。その中で、
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摂津市として義援金５００万円を送ると

いうことを決定いたしております。これに

ついては、日本赤十字社を通じて東北地方

に送ったものでございます。 

 それとあと、平成２５年３月２２日に釜

石市と協定を締結いたしまして、平成２５

年度から市の職員の派遣、また議会のご意

向をふまえ３００万円を捻出いたしまし

て、義援金を送っている状況でございます。 

 先ほどの５００万円の根拠でございま

すけれども、これも対策本部の中で、近隣

市の状況を鑑みて決定したものというこ

とでございます。 

 次に、防災教育の件でございますけれど

も、昨年度、鳥飼東小学校と摂津小学校に

おきましてモデル授業を実施いたしてお

ります。鳥飼東小学校４年生のクラスにお

きましては、洪水が起きた場合、自分たち

がどうしていくのかといった気づきの授

業ですとか、また摂津小学校５年生のクラ

スにおきましては、学校が避難所になった

場合、自分たちにできることは何なのかと

いったことをテーマに模擬授業を行って

おります。 

 こういった授業の中で、それぞれ子ども

たちもグループに分かれまして、自分たち

の感じたこと、意見を出し合って、最後に

発表するというような取り組みを行って

いますし、その中で活発な意見も出てきて

いるというような状況も見受けられまし

た。すぐに子どもたちの行動に変化があら

われるというのもなかなか難しいところ

ではありますけれども、子どもたちが学ん

だことについて、ご家庭に持ち帰っていた

だいて、例えばお父さん、お母さんと非常

時持ち出し袋の中身を一緒に考えるとか、

あと避難所のルート等を確認するとか、そ

ういったお子さんと親御さんが一体とな

って考えてもらえる機会が展開していけ

ばと考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 それでは、最後に質問さ

せていただきます。 

 決算概要の３ページの件なんですけれ

ども、平成２８年度決算が黒字ということ

を踏まえて、よく市長が常日ごろ、大阪府

下で一番財政力のいいまちとよくおっし

ゃっています。財政力が豊かとは、どんな

指針で、どういう基準で物を言っているの

か、私はその指標はわからないですけども、

財政力が豊かということは、未来永劫、永

続的に市であって、市が存続できるために

財政力が豊かだという中で、先ほど言った

個人市民税や法人市民税が少し落ちてい

るという中で、もっと言えば、中期財政見

通し、松本委員もおっしゃられましたけど、

平成３５年には基金が枯渇してしまうと

いう中で、私も財政の勉強中ですが、一番

財政力が大阪府下でいいと言われても、何

でという疑問しか浮かんできません。この

財政力がいいという根拠とかそういうこ

とじゃなくて、こういう言い方というのは、

やはり未来永劫、摂津市が摂津市であるた

めに、ずっと存続していけることが一番財

政力がいいと評価していただくものじゃ

ないかなと思うので、簡単でいいので、財

政力がいいという思いを代弁してお答え

いただければと思います。 

 もう一つは、１１４ページの正雀駅南自

動車駐車場ですけれども、周りとちょっと

値段が高いとか、いろいろ問題があります。

この１８７万２，３００円も大阪府へ使用

料を払ってるというのは、私は必要ないん

じゃないのかなと、もうちょっと考えて、

本当に必要であれば駐車場の総体数が足
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りないのかという市場調査もして、足りて

いればこれは廃止すべきじゃないかなと

思いますので、要望としておきます。 

 あと、１３２ページの消防団活動の、消

防団の訪問ですけれども、第１０条でその

消防団の指針とかというのはうたわれて

いるというのは大事だと思いますけども、

例えば家屋に立ち入らない、お年寄りの方

に質問を何項目する、しなければいけない、

その際に立ってるんじゃなくて、部屋の中

でやろうかとなったときに、じゃあ入れま

せんってなるのか、いろんな問題が多々出

てくると思う中で、きっちりその消防団員

の資質の把握から、消防団員って安全なん

だよという啓発活動も並行してやると。地

域に愛される消防団員であってほしいと

いうことを要望しておきます。 

 答弁については、大阪府下で一番財政力

がいいと市長がおっしゃっているのは、ど

のような基準からなのかというところだ

けをお願いします。 

○渡辺慎吾委員長 副市長。 

○奥村副市長 それでは、財政力の問題に

ついてお答えしたいと思います。 

 恐れ入りますが決算概要の３３ページ

をあけていただきたいと思います。 

 ここのところに財政力指数とはという

ことで、一応文言で短く解説をしてありま

す。これ交付税上の問題で、基準財政収入

額、それから基準財政需要額、これによっ

て求められる数字でございまして、いわゆ

る財政力指数が１以下の場合には交付税

が交付されますよと、１以上になれば不交

付団体となっています。 

 平成２９年度、今年度ですけれども、不

交付団体は大阪府下で田尻町と摂津市と

いうことになってます。ただ、摂津市は１

以上になっておりますが、これは平成２８

年度の市たばこ税の増収によって一時的

に１以上になったということでございま

す。 

 財政力指数というのは、やはり交付税の

算出上でのことですので、財源が足らなけ

れば交付税はもらえると、財源が裕福であ

れば交付税がもらえないと、交付税とそれ

から市税を合算した数字、これはほぼ全国

の市町村には均等になって、いわゆる財源

補填機能としては、交付税が働いているも

のと思っております。 

 ただ、基準財政収入額の中には要は全額

じゃなしに、７５％の算入になっておりま

す。税金が多ければ残り２５％の分は留保

財源としては他市よりも多くなろうかと

思っております。 

 よく財政力指数が高いと要は裕福とに

言われますけれども、いわゆる自己財源が

裕福と、いわゆる交付税による依存財源に

よらずとも、自主的に市税の中で一定の経

費が賄われるということになります。 

 ただ、幾ら市税が裕福であってもいわゆ

る歳出が多ければ裕福度はだんだん低く

なっております。一番端的な分が経常収支

比率、これが１００％近くになっておりま

すので、幾ら歳入があっても歳出の中で市

民サービスを提供すれば裕福度は低くな

るということで、ご理解をお願いしたいと

思います。 

○渡辺慎吾委員長 ほかに質問ございま

すか。 

 野口委員。 

○野口博委員 最初少し、昨年度の特徴に

ついて述べながら入っていきたいと思い

ます。 

 昨年度、ご承知のとおり摂津市は市制施

行５０周年を迎えていろんな式典だとか

ありました。国の地方創生に伴い、総合計
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画の中間見直しだとか、人口ビジョンだと

か、そういう自治体としての将来計画につ

いても一定の方向について、議論されて、

中身が出たそういう年度でもあります。 

 その中で、今、社会的に大きな課題であ

る貧困と格差の拡大という問題について、

自治体としてもきちんと据えて、市民から

お預かりした財政だとか、行政の機構をい

かに活用して市民を守っていくのかとい

うところを改めてですね、的を射た年だと

思っています。 

 そういう中で、これから議論しますけど

も、お金の使い道だとか、いろんなこの市

民要求実現の問題についてもですね、改め

ていろんな意味でいろんな角度から検証

しながら、ぜひ進めていくださいと感じた

年でありました。 

 それで、質問に入っていきます。重なっ

た分はまだ時間の関係もありますので、削

除しながら入っていきたいと思います。 

 最初に、市民税と消費税の問題でありま

す。 

 先ほど質問の中で市民税については、個

人市民税と法人市民税があって、法人市民

税については２．６％の税引き下げによっ

て減ったという話でありました。 

 一方、消費税問題については、３年前に

ですね、５％から８％に上がりました。し

かし、決算を見てみますと逆にこの地方消

費税、摂津市、配分が減っているわけです

よ、その辺が何でかという問題について、

どう受けとめているのかちょっとお答え

をいただきたいと思います。これ１点目で

す。 

 ２つ目はですね、市民税の状況から見て

関連する問題でありますけども、どんどん

税金を払っている方々がふえてきてます。

サラリーマンということで中身は正規、非

正規別にして、ふえてきているという中で、

少しは税額もふえておりますけども、平成

２８年度分、いわゆる前の分の所得収入状

況を見て３月に確定申告して、その結果を

受けて１年間の税金を納めていきますけ

ども、個人市民税がふえておりますけども、

昨年１年間の働く皆さんのいわゆる所得

状況をどう見るかという問題についてで

すね、お答えいただきたいと思います。 

 それで、事務報告書の７８ページには納

税者が４万人を超えました。初めてだと思

いますけども、そういう数的にはふえてお

りますけども、今回資料いただいた分でい

わゆる１年間の所得金額、これがですね、

どういう位置にあるのかということを、北

摂の各市と比較して年間の平均所得金額

はどうなのかということも含めてですね、

ちょっとお答えいただきたいと思ってま

す。 

次に、借換債について、決算ではなくな

ってます。通常、借換債は１０年間のうち

に返済する中で残り５９％ですね、借りか

えて払っていくというそういう措置をす

るために一括して残り分の借金をするわ

けでありますけども、これが年度当初の計

画ではあったんです。決算ではなくなって

るんですけども、この理由についてお答え

いただきたいと思います。これ３点目であ

ります。 

 ４点目はですね、地方交付税の問題です。

２８ページ、２９ページに地方交付税が計

上されてます。 

 先ほども議論されておりますけども、こ

の平成２４年度から平成２８年度まで５

年間ですね、交付団体になりましたので、

普通交付税も入ってきました。 

 今年度はですね、不交付団体になるとい

う話でありますけども、このころ中期財政
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見通しの中でもいろんな課題も出てきま

すけども、こういう不交付団体か、交付団

体かという問題について、たばこ税は今回、

久しぶりに入ってきましたけども、そうい

う交付団体か、不交付団体かという問題に

ついての見通しですね、平成２８年度の結

果を受けて、財政運営を見てどう感じてい

るのか、お答えいただきたいと思います。 

 ５点目は、そうした数字も含めて平成２

８年度全体のですね、財政運営の問題につ

いて少し議論をしておきたいと思います。 

 先ほど、議論もされておりますけども、

要は年度当初に基金を約２９億円、約３０

億円の取り崩しをして予算組をしました。

結果としては公共施設整備基金だとか、減

債基金は、いわゆるゼロになって、財政調

整基金も２０億円から４億５，０００万に

少なくしまして、結果として２９億６，０

００万円の基金を入れ込んで予算組みし

ましたけれども、決算としては繰入金は４

億９，０００万円で約２５億円減額して結

果歳入総額含めてですね、約３４７億円か

ら約３３９億円の決算となったわけであ

ります。 

 いろいろ議論されてますけども、こうし

た数字的な結果、別にして平成２８年度の

財政全般について、どう受けておられるの

か、評価についてお尋ねしておきます。 

 ６点目です。３２ページの市営住宅関連

です。 

 歳入として土木使用料が約８，６００万

円計上されている問題にかかわってです

ね、現在、約４１％の方が借家住まいであ

ります。摂津市も市営住宅としては４か所

２１０戸が存在してます。これに公営住宅

という点では、府営住宅なども入ってきま

すけども、できる限りですね、安価で住み

やすい環境を公的に提供していくという

課題はずっと残っている問題だと思いま

すので、この市営住宅なり、公営住宅を、

より住みよくするためにどういう取り組

みをされてきたのかということと、府営住

宅の数もあわせて示していただきたいと

思います。 

 ７点目はですね、３４ページ、３５ペー

ジに税務手数料として、税務督促手数料な

どが計上されています。 

５５ページには、滞納処分費も計上され

たりしておりますけども、ご承知のとおり、

平成２８年度は納税猶予の改正がなされ

た年であります。これまで我が党としては、

この滞納処分の問題について、納税課の業

務に対して、いわゆる納税者に寄り添った

対応行うべきだということを常々申し上

げてきました。 

 この滞納分の徴収に当たって、いろんな

課題がたくさんありますけども、話し合っ

て分割納付してる家庭についても１年後

ですね、分割の話し合いによって払ってお

られます。昨年度の納税猶予の改正も含め

てこのいわゆる納税者の権利を少しでも

見ていこうという形で変わったわけであ

りますけども、これはいかに生かされてき

たのかという点について、いわゆる数など

も含めてですね、少しお答えいただきたい

と思ってます。 

 質問ではありませんが、資料だけ要求こ

の場でしときます。 

 ３８ページ、３９ページ、１２３ページ

の臨時福祉給付金の給付事業の決算です

ね、それと、４５ページの大阪府市町村振

興補助金１，７４０万円の内訳、それと雑

入、５５ページの市町村振興協会交付金、

５６ページの宝くじ社会貢献広報市町村

補助金２，７００万円などですね、答弁は

要りませんので、委員長のほうで資料をで
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すね、提出してもらうようによろしくお願

いしておきます。 

 ８点目は、耐震化の問題であります。 

 ご承知のとおり、耐震化の促進の見直し

が行われました。いろいろこれまでもいろ

んな角度から議論されてきました。せっか

くつくった耐震化促進計画に基づいてで

すね、耐震化率９５％に向けてどう取り組

んでいくのかというのが課題だと思いま

すけども、それを見据えた場合でもなかな

かですね、進捗状況はそう簡単ではないと

いうことで、いろんなご苦労されてると思

います。 

 今、公共施設では鳥飼保育所、千里丘出

張所、別府公民館、旧三宅小学校が残って

ます。 

 耐震化の耐震診断補助金だとか、改修補

助金は、４１ページ、４９ページ、１６７

ページに数字は出ておりますけども、平成

２８年度、数年前からもそうでありますけ

ども、この進捗状況を打開してですね、市

民の方々の理解をいただいて、いかにこの

速度を高めていくのかということについ

て、今何を考えているのかですね、そうい

った統計要覧では、木造長屋住宅、いわゆ

る文化住宅が１，１４０棟あります。これ

統計要覧１３８ページにありますけども、

こういう民間の文化住宅を借り上げてで

すね、そして改修して公営住宅として提供

するという、こういう手もね、あろうかも

わかりませんし、そういうことも含めてで

すね、耐震化をいかに促進させていくかと

いう方向としてどういうお考えなのかね、

ちょっとお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 次、安全対策の問題です。 

 いろいろ議論されます、１６１ページだ

とか、いろいろありますけども、いわゆる

道路維持補修費だとか、安全対策工事費な

どが計上されてます。中期財政見通しで毎

年ですね、平成３５年まで約１億円上積み

してということで、いろんな要望がありま

したので、１億円の予算を上積みしてこの

課題を取り組んできました。これが平成２

８年度大きくいってどういう道路補修だ

とか、安全対策でですね、主に取り組んで

きたのかということを大枠として、お話し

いただきたいと思います。 

 次はですね、９点目、公園管理の問題で

す。１６８ページ、１６９ページに出てお

ります。 

 総合計画で公園面積の目標値も据えた

りしながら、一番、市民にとって身近な緑

でありますので、パトロール含めて計画的

に行われてきております。 

 今、どういうところが課題だと思ってい

るのかですね、教えていただきたいと思い

ます。 

 それと、公園の維持管理、遊具などにつ

いていわゆるきちっと管理をして進めて

いると思いますけども、その中身について

も少しご紹介いただきたいと思います。 

 それと、市内公園のトイレ洋式化の問題

ですね、一回きちっと受けとめていただい

て、議論していただきたいと思うんです。

今の和式でも大変汚いトイレも当然あり

ますけども、どんどん高齢化も進んでいき

ますので、今ある公共施設の中でもいろん

な課題の１つでもありますけども、並行し

てですね、こういう市街で遊んでいただけ

る身近な公園の中のトイレについてです

ね、洋式化という問題についてもぜひ検討

課題として取り組んでいただきたいと思

うんですけども、それも含めてこういう問

題お答えいただきたいと思います。 

 １０点目は、小規模修繕の問題でありま
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す。 

 平成１９年度から取り組んできました。

資金力もなくて、いわゆる一般的な公共事

業を受ける入札参加資格を持たない小規

模の事業所が、公共事業を受けるためにこ

の制度が設けられました。全国でもいろん

な形で多くのところで実施もされてます。

平成２８年度で１０年目を迎えました。 

 今回、登録業者数はそう変わりませんけ

ども、受注の中身がちょっと減ってると思

ってます。そういったものを含めてですね、

この１０年間の取り組みを含めて何が課

題だと思っているのかですね、改善点あれ

ば教えていただきたいと思います。 

 行革問題で、これは次の課題になるんで

すけども、中身として入札制度の改善問題

について、本日、出席の方々に答えてもら

うしかありませんので取り上げたいとと

思います。 

 平成２８年度の結果報告が一応示され

ました。そこで、長年摂津としてもいわゆ

る昔の談合問題からですね、いろんなこと

が起こりまして、公共事業入札制度が改善、

取り組みを行われてきました。 

 市で決めた最高価格、最低価格も事前に

知らせながら、その課題取り組んできた時

期もありました。今はちょっと変わってお

りますけども。この間の取り組みの経過も

踏まえていただいて、紹介いただきながら、

平成２８年度、入札価格の事後報告制度の

見送りを決定したというのが行革の中で

の入札について、そういう文言があります。 

 そしたら今後どうするのかという問題

があります。そういったいろいろ非正規労

働者がふえる中で、少なくとも、その公共

事業についてですね、働く皆さん方の労働

条件については、きちっと目配りしていた

だいて、物事を進めていただくという点か

ら見た場合に、きちんとそのことやられて

いるかという点で、幾つか取り組んでいる

公契約条例の問題ですね、これについてど

ういう課題だと思っているのかね、あわせ

てお聞きしておきたいと思います。 

 最後に災害対策の問題です。 

 毎年ですね、いろんな部署も含めて防災

災害対策に取り組んできております。先ほ

ども議論がされました。いろんな課題もそ

れぞれ具体的にわかってきておると思い

ます。平成２８年度も３つの課題について

具体的に取り組んできています。職員の防

災力、地域の防災力、そして、この防災教

育の取り組み、この３点を含めてですね、

いろいろ取り組みをされていると思いま

すけども、この間の国内の各地の災害を見

ますと、いわゆる線状降水帯とかですね、

いわゆる豪雨が予想しがたい状況となっ

ています。 

 そんな中で、最近ですね、近畿地方整備

局淀川河川事務所が発表しましたけども、

これまで、２日間で５００ミリ降った場合

の想定でなく、１日３６０ミリ降った場合

の想定で淀川河川も含めて、流域地帯でど

ういう状態になりますかということを発

表してます。それからの質問になります。 

 今後に生かしていただきたいと思うん

ですけども、淀川洪水浸水想定区域の結果

を受けてですね、これを今取り組んでいる

課題にプラスして、どういうふうに充実さ

せていくのかという点についてですね、少

しお考えを披露していただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 資料請求は後日また

皆さんにお配りしたいと思います。 

 答弁に移ります。 

 谷内田課長。 
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○谷内田財政課長 それでは、質問番号１

番の地方消費税交付金の減収について、お

答えいたします。 

 地方消費税交付金、消費税税率、地方消

費税をあわせまして５％から８％になっ

たということですけれども、そのうちの地

方に回る分については５％のときは１％

相当分、これが地方に交付されておりまし

た。８％になった際は８％のうち１．７％

が地方に交付されてるという状況でござ

います。 

 ただし、配分の基準が、５％の時代は各

市町村の人口と、それから従業者数、これ

によって按分されておりましたが、ふえた

分ですね、０．７％ふえた部分については

人口だけで按分するという形になってお

りまして、どうしても昼間人口の多い摂津

市にとっては、夜間人口だけで按分される

ことによって増加分が減ってるという状

況がございます。 

 平成２８年度につきましては、これにつ

いては報道にもございましたけれども、年

度前半にですね、円高、ドル安が進んだと、

輸入品については円高、ドル安が進むこと

によりまして、取引価格が減ってしまいま

すので、それに伴って消費税の総額自体が

減っているということになっております。 

 平成２８年度地方消費税交付金の対象

となりますのが、平成２８年１月から平成

２８年１２月までの、消費税収入が交付対

象になるものですけれども、ちなみにその

直前、平成２７年１２月の為替レートで言

いますと大体１ドル１２０円台だったと

思うんですけれども、それが平成２８年７

月、８月当たりには、１ドル当たり１０１

円台にまで円高が進んだという状況がご

ざいましたので、やはりこの影響が大きく

平成２８年度の地方消費税交付金の減収

につながったと考えております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 橋本次長。 

○橋本総務部次長 それでは、２番目の市

税から見る所得状況につきまして、ご答弁

申し上げます。 

 平成２８年度の税につきまして、総務省

のほうに報告しております資料をもとに

市民１人当たりの平均所得額を算出して

みますと、市民１人当たりの所得金額が２

９５万９，０００円となります。前年の同

じような形での資料の取り扱いで比較い

たしますと、２万９，０００円の増、府内

４３市町村内で３４位から３３位になっ

ております。府内平均は３２４万円です。 

 トップの箕面市とは約１００万円の開

きがございます。北摂の状況を見てみます

とトップが箕面市ですが、その次に豊中市、

吹田市、池田市、１つあきまして６番目茨

木市が３４９万円、もう一つあきまして島

本町、そして高槻市が３２８万２，０００

円で前回の１２位から１０位以内に入っ

ている状況がございます。平均的に２万円

から３万円弱の上昇を見ている状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、質問番号３

番の借換債を発行しないことについて、お

答えいたします。 

 借換債、当初予算計上させていただいて

おりましたけれども、返済時点、市債残高

の見込み、それから主要基金の残高の見込

み、それと当該市債の交付税算入状況等、

それらを総合的に勘案して発行を見送っ

たものでございます。 

 引き続き４番の交付税の見通しですけ

れども、交付税につきましては、先ほど副
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市長からもお話が若干ありましたけれど

も、標準的なサービスについて、財源保障

されるものとなっております。 

 しかしながら、これにつきましては、毎

年総務省がまず予算編成に先立ちまして、

財務省と地方財政対策について、折衝を見

た上で交付税の総額、そういったものを示

していただいております。 

 また、実際の、算定の中で法律で定めら

れている事項以外の省令事項も本算定の

直前に、いろいろと変更がされているとい

うことが毎年の状況になっております。 

 そういったこともございまして、本当に

直前にならないと算定の内容、これがはっ

きりしないという部分がありますので、

先々の見通しというのはなかなか厳しい

状況になっております。 

 特に本市の場合、交付、不交付が繰り返

されている、そういう状況である市にとっ

ては少しの補正係数の変更が、交付から不

交付になったり、不交付から交付になった

りということが考えられます。 

 そのため、中期財政見通しの中では、ま

ずは普通交付税は不交付として先々の見

通しを立てていると、そういう状況になっ

ております。 

 それから、引き続き５番、財政運営評価

のところですけれども、委員からもお示し

いただきましたように当初予算、多額の繰

入金を計上して、最終的には５億円弱に落

ちついているというところですけれども、

やはり当初予算を組みますときになるべ

く執行の残のないように適切な見積もり

を各課にお願いしているところではござ

いますけれども、やはり、一部の費目、扶

助費でありますとか、補助金でありますと

か、制度の中でどうしても執行を節減した

りすることができない費目がございます

ので、ある程度、歳出予算を組んで余ると

いいますか、不用額が出てくるということ

は一定いたし方がないものなのかなと考

えております。 

 大体、例年でいいますと、そういった不

用額、当初予算から比べますと１０億円か

ら１５億円程度は出てくるのかなという

ことを感じておりまして、今回２４億円ほ

どが最終的には繰入金の減になっており

ますが、その中で１５億円程度はそういっ

た不用額で戻ったものとなっております。 

 それ以上に、やはり、たばこ税、それか

ら普通交付税の交付がありましたので、そ

ういった当初予算に組んでなかった歳入

が多額にありましたので、本来であれば全

て繰入金、財源調整のための繰入金という

のは、なしになってもおかしくなったのか

なと感じておりますが、ふえた歳入がある

一方で先ほど答弁いたしました地方消費

税交付金のように当初見込んだものから

大幅に減になったものがあるということ

で、今回８年ぶりに主要基金の残額が減る

という厳しい状況になったと感じており

ます。 

 やはり、基金が潤沢というのも適切では

ないですけれども、基金がある程度あるう

ちに先々を見通して今やっておくべき手

を打つ、それが重要になってくると感じて

おります。 

○渡辺慎吾委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 そうしましたら、質

問番号６番、市営住宅の件につきましてお

答えいたします。 

 市営住宅の住みやすくなるための取り

組みの現状といたしまして、平成２６年度

から指定管理者制度を導入いたしており

まして、現在も指定管理者による管理を行

っておるところでございます。 
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 これまでは行政で対応できておりませ

んでした土日祝日ですとか、２４時間３６

５日緊急の受け付け体制も組んでおりま

すし、また、技術職員による巡回点検時に

よる軽微な修繕ですとか、また自治会から

簡易な電球交換の要望があった場合の対

応等ですね、きめ細やかな対応をしていた

だいて、入居者のサービスの向上を進めて

いるところでございます。 

 また、府営団地の戸数の状況でございま

すけども、市内に南別府団地、味生住宅団

地、鳥飼西団地、正雀団地がございますけ

ども、総戸数といたしまして１，０３０戸

でございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 早川課長。 

○早川納税課長 それでは、納税課に係り

ます、ご質問にお答えさせていただきます。 

 平成２８年度の税制改正により、新たに

納税者からの申請に基づき換価の猶予を

認めることが可能になったことに伴いま

して、納税者より徴収の猶予や換価の猶予

の申請がありましたら、その内容を審査し、

適正に対応してまいりました。 

 ただ、委員が言われてます、この２年間

の数値でございますが、徴収の猶予や換価

の猶予について手続はございませんでし

た。 

 今後も分割納付などによる納税相談を

行う際は、徴収の猶予や換価の猶予などに

該当すると考える場合におきましては、そ

の制度を説明して周知を図って、より一層

の丁寧な納税相談を行っていきたいと考

えております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、８番目の建築

課にかかわります耐震化促進計画の見直

しについてのお問いにお答えさせていた

だきたいと思います。 

 この耐震化の促進にかかわります計画

でございますが、平成２０年３月に第一弾

の計画をつくらせていただきまして、目標

年次を平成２７年度とし、耐震化率という

ことで昭和５６年５月以前の建てられた

住宅であったり、建築物、これらの分につ

いては旧耐震基準と申しておりますが、そ

れらを対象といたしました耐震化率とい

う物差しを用いまして９０％を目標値に

掲げておりました。 

 ただ、平成２７年度にこの計画の見直し

をかけさせていただきましたところ公共

建築物につきましては、着実に計画的に耐

震化が促進されておりますが、民間の建築

物、特に住宅でございます。委員がご指摘

のとおり、やはり木造の戸建ての住宅であ

ったりだとか、長屋建ての住宅、そういっ

たものの耐震化率が伸び悩んでおるとい

う実情がございます。 

 それを踏まえまして、平成２７年度には、

実態把握ということで平成２５年に住宅

土地統計調査というものが国のほうで行

われておりますが、それらの推計をもとに

しながら、この旧耐震基準のおうちに住ま

われている建物の所有者向けにもアンケ

ートを無作為抽出によりまして実施をさ

せていただいているところでございます。 

 そういう中で、やはりアンケートの中で

わかってきた内容といたしましては、やは

りお住まいの方がご高齢であるというこ

とが特に上げられるかと思います。それと、

やはり定住志向の方がかなり高い確率で

いらっしゃると。その後にですね、やはり

耐震化を進めるに当たりましては、やはり

気づいていただけてないと、自分のお住ま

いが地震が揺れても大丈夫やというよう
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なところのやはり気づきの壁の部分がご

ざいます。 

 そこから、今度は耐震改修をしますと、

やはり費用の面、経済的な部分がございま

す。その部分で従前から議会のほうでも議

論がありましたが、やはりこの部分ではな

かなか心理的な部分も含めまして、あるの

かなという実態のほうを把握させていた

だいたところでございます。 

 それらを踏まえまして、平成２８年度に

は、有識者の懇談会というものも、専門家

の方を入れてご助言等をいただきました。

それらを踏まえて、現実の課題を踏まえま

して、この耐震化の促進をどうやって進め

ていくかということで、この計画の改定を

見直しをさせいただいたんですが、やはり、

確実に普及啓発、耐震化がやはり必要であ

るということについてですね、確実に伝わ

るような努力というのは当然ながら必要

になってくるのかなと思います。 

 それと、気づいていただいて、次に行動

につなげていっていただかないといけな

いというところでございます。 

 このあたりについては、この歳入のほう

でも、歳出のほうでもあげさせていただい

ておりますように、住宅に対しまして、本

来であれば個人の財産でございますので、

耐震性能を向上するということは個人の

財産価値を高めるような話にはなるんで

すが、やはり大地震が起こったときに、市

民の生命、財産、これを守る観点と、住宅

が倒れますと前の道路、生活道路でござい

ますが、やはり避難路であったりだとか、

緊急車両の通行路にもなりますことから、

地域の安全・安心にもつながりますので、

こういった補助制度を国を挙げて取り組

んでいるところでございます。 

 そういうところの部分で、この目標を達

成に向けて、我々相手方の個人の所有者の

ほうにどう響くかわかりませんが、積極的

なＰＲを市民フォーラムということで、Ｎ

ＰＯであったりだとか、大阪府のご協力も

いただきながらさせていただいていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、１６１ペ

ージ、安全対策工事について道路交通課の

所管する内容についてお答えさせていた

だきます。 

 まず、交通安全対策工事としまして４つ

の事業をいただいております。 

 まず１つ目が道路照明灯設置事業、これ

は交差点における交通事故防止のために

照明灯を１基設置させていただいており

ます。 

 それから、雑工事業としまして、新在家

鳥飼中線歩道舗装工事といたしまして新

在家鳥飼中線の歩道部分、鳥飼小学校の通

学路に当たる歩道についてでございます

が、表面舗装の劣化に伴いまして、歩行者

の安全確保を込めて舗装の修繕をやって

おります。 

 それから、交通バリアフリー整備事業と

しまして、香露園６号線ほか、１路線交通

バリアフリー整備工事としまして、香露園

ガランド水路沿いになるのですが、グリー

ンベルトを敷きまして、もともとガードレ

ールが経年劣化によりまして、傷んでいて

たので材料が薄い高強度の横断防止柵に

変えて、歩道幅員も若干広げたような施工

をしております。 

 それから、自転車・歩行者道路整備事業

といたしまして、阪急摂津市駅の北側に位

置します、境川の右岸側になるんですが、

河川の天端の部分を閉鎖してた天端の部
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分をのり面を地上げして、天端幅を広げて

自転車、歩行者の道路整備、それと、その

後、自転車駐車場として、利活用をできる

スペースをつくりました部分について基

盤整備を行ったものであります。 

 交通安全対策の工事の中身については、

以上でございます。 

 上積みの１億円というお話につきまし

ては、道路管理課の所管になってきますの

で、道路管理課のほうでお答えさせていた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 野口委員がご質問

の中期見通しの中の１億円の上積みにつ

いて、道路維持補修費としての１億円の上

積みについての内容についてお答えいた

します。 

 この道路維持補修費の内容といたしま

しては、道路補修事業の舗装補修の内容で

ございます。舗装補修につきましては、平

成２８年度は、約１億５，３００万円で、

約３．２キロの舗装補修を行っております。

先ほど中川委員のご質問のお答えにもあ

りましたように、舗装点検を踏まえてこの

舗装補修を実施しておりますが、この舗装

点検の中では、経過観察箇所も含めまして、

年間で約６キロから７キロの舗装を実施

してまいりたいと考えております。 

 ただ、この約６キロから７キロ全てが、

この舗装、道路補修事業ではなくて、局所

的な損傷箇所もございますので、道路維持

事業の中の修繕料も活用しながら延命化

を図り、道路補修事業としてはあと１億円、

上積みをさせていただければ適正な道路

舗装を維持できると考えております。 

○渡辺慎吾委員長 竹下課長。 

○竹下水みどり課長 公園についてのご

質問に対してご答弁申し上げます。答弁の

中身についてなんですけども、３点に分け

て答弁させてもらいたいと思います。 

 まず１点目でございます。 

 公園維持管理の中での課題点として、そ

の中で、まず公園の整備なんですが、現状

の公園は約１７０か所で、つい最近ですと

明和池公園が平成２８年３月に供用開始

したところでございますが、それ以降につ

きましては新たな公園整備をやってない

状況でございます。 

 公園整備の今後の考え方でございます

が、委員もご承知かもわかりませんが、市

域の９割が市街化区域でございまして、公

園整備のためのですね、まとまった用地を

確保するというのは、現段階では非常に難

しいのではないかと考えております。 

 それから、用地費・整備費に対する国の

補助金要件、これは面積２ヘクタール以上

の公園でないと採択を受けれないという

基準もございます。そういう中でいくと市

独自での整備は非常に困難なものでない

かなという状況でございます。 

 それからですね、今、我々が一番課題と

感じておりますのは、公園の維持管理費で

ございます。これについてはですね、市内

の公園のほとんどが、３０年から４０年経

過している公園でございます。そのほとん

どは老朽化を起こしてる状況でございま

して、ここ数年においてですね、管理費も

増大しておる状況でございます。 

 今後、公園の利用で、安全管理をやって

いくためにですね、一定の時間をかけて行

っていく必要があるのかなと考えており

ます。 

 そういう中で、公園の維持管理費の中身

についてでございますけれども、これは大

体は事務報告書の中にうたわせていただ
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いておるんですけども、主な内容としまし

ては、まず、日常点検業務委託、これにつ

いては市内公園緑地緑道を作業員が２名、

月に１回のペースで公園の点検実施を行

っております。 

 次に、公園の日常清掃業務委託、これも

ご承知かもわかりませんが、公園の規模、

それから利用状況に応じて週に１回から

３回、トイレなどの清掃を行い、公園の除

草清掃作業ですね、これについては、年２

回実施しておるところでございます。 

 砂場につきましては、２か月に１回、砂

のですね、攪拌清掃消毒をしておりまして、

このような業務はシルバー人材センター

へ発注してるとこでございます。 

 それと、水景施設管理業務委託につきま

してですが、これについては鶴野第一公園、

しば公園、せんだん公園、市場池オアシス

広場、水景施設の点検清掃を年４回させて

いただいております。 

 それから水藻繁茂の著しい境川せせら

ぎ緑道につきましては年８回清掃を行っ

ております。 

 それと、都市公園の作業管理委託という

ことで、市内公園緑地緑道の樹木剪定、そ

れから安威川・大正川の河川敷公園の除草

なども行っております。 

 遊具の件でございますけれども、公園遊

具の点検業務委託というものを発注して

おります。これについては、遊具の専門家

による点検を年１回、実施しておりまして、

点検評価をＡからＤランクまでランク分

けしておりましてですね、Ｄランクという

ものを危険遊具と判定しております。ちな

みにＤランクの遊具は昨年で１基判明し

ておりまして、当該年度に別の遊具と交換

しておるとこでございます。 

 それから最後になりますが、公園のトイ

レの洋式化についてでございます。市内公

園の公衆トイレは市内に３０か所ござい

ます。そのうち身障者用トイレ、そもそも

これは洋式化のトイレでございますが、そ

れが５か所、また昨年度までに和式トイレ

を洋式トイレに改良してきた公園が５か

所ございます。計１０か所の公園が洋式ト

イレを利用できる状況になっております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、質問番号１

３番、小規模登録業者についてお答えいた

します。 

 この制度につきましては、委員からもお

話がありますように、平成１９年度から始

めております。委員からは近年の件数、そ

れから発注金額が伸び悩んでいるのでは

ないかというお話もございましたけれど

も、制度の開始当初、平成１９年度と、平

成２８年度の発注件数、それから発注額、

これを比べますと、発注件数については４

倍以上、発注額については７倍以上になっ

ているととらえております。 

 対象が小規模工事ということでなかな

か一定の件数、発注額、それを確保すると

いうのは難しいところはありますので、こ

れ以上に伸びていくことはなかなか想定

しづらいところではありますけれども、や

はり今一番課題となっておりますのが、発

注担当課、それから登録業者、それぞれが

この制度を知っていただく、これが一番、

重要であるかなと考えております。 

 発注担当課においても、やはり人事異動

等で修繕工事の担当者変わることもござ

いますし、業者側のほうも制度開始当初は

よくこの登録をすれば指名競争入札のよ

うに市のほうから声がかかると思ってい

たと誤解等がかなりございましたので、こ
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の登録制度についてはそういったもので

はなく各担当課といろいろコンタクトを

とっていただいて、この対象事業を、対象

の工事について受注をいただくというこ

とを知っていただくことが一番重要であ

ると考えております。 

 そのため、平成２４年度から、発注担当

課と登録業者の懇談会を実施して、制度の

活用促進を図っているところでございま

すので、これからも引き続き懇談会を開催

し、制度活用を推進を図っていきたいと考

えております。 

 続きまして、質問番号１４番の入札制度

につきましてお答えいたします。 

 本市の入札制度、平成１１年１０月に、

予定価格１，０００万円以上の工事を対象

に予定価格事前公表とさせていただきま

した。その後、平成１４年１２月に全工事

案件について、予定価格、それと最低制限

価格、両方について事前公表といたしまし

た。 

 その後、平成２５年４月に最低制限価格

については事後公表ということにさせて

いただいております。予定価格、それから

最低制限価格についての制度変更につい

てはこういう形になっておるんですけれ

ども、それ以外に平成２０年１１月から、

予定価格２，０００万円以上の案件を対象

に事後審査型制限付一般競争を試行し、翌

年４月から予定価格１，０００万円以上の

案件を対象に事後審査型制限付一般競争

入札を本格実施したところでございます。 

 また、それ以外にも、平成２７年４月に

前払い金の上限額をそれまでの７，０００

万円から２億円に変更と改善をさせてい

ただいております。 

 そういった中で、予定価格の事後公表を

見送ることにしたことについてですけれ

ども、これについてもご質問いただいてお

りましたが、やはり予定価格、事前公表、

事後公表、どちらにするにしても、一長一

短がございます。これを決定させていただ

いたときの委員会でも、いろいろと議論い

ただいておりましたけれども、まず、予定

価格の事前公表については法令上の制約

がないこと、それから国から示されている

指針においても、予定価格を事前公表する

ことについては、十分に検討した上で適切

な対応を行うものとするという指針も出

ておりまして、その委員会の中でも十分ご

議論いただいた上で事後公表については

見送ることと決定をいただいたところで

す。 

 やはり、予定価格、事前公表をするに当

たっては、発注側の市だけの状況だけでは

なくて、市内業者の状況、これも十分に勘

案する必要があると考えておりまして、当

面のところは導入を見送ることとしてお

ります。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 そうしましたら、質

問番号１５番、災害対策についてお答えい

たします。 

 今回、発表されました淀川水系の浸水想

定区域図の見直しを受けて、どういった取

り組みを行っているかという問いだった

と思いますけれども、４点ほど取り組みと

検討をしていることがございます。 

 先ほど中川委員の質問にもありました

が、１つは地域の防災マップづくりでござ

います。これについては今年度、鳥飼地区

で５自治会が取り組んでいただいており

ますけども、今回淀川の浸水想定の見直し

ということもございましたので、今後特に

淀川など沿川地域の自治会を中心に地域
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の防災マップづくりに取り組んでいただ

けるよう働きかけまた、支援を行っていき

たいと考えております。 

 ２つ目といたしましては、国が実施主体

であるんですけども、まるごとまちごとハ

ザードマップという事業がございます。こ

れは日ごろから市民に対して、洪水への意

識を高める取り組みでございまして、市内

の各公共施設等に浸水の深さ等を掲示し

た標識を設置するものでございます。 

 本市におきましては、新鳥公民館と市役

所の庁舎壁面にございまして、今年度につ

きましては、国のほうに公共施設１４か所

ほど設置していただくように要望をして

いるところでございまして、国から設置に

向けた前向きな回答を得ているという状

況でございますので、今後施設管理者とも

協議をしながら具体的な設置に向けて取

り組んでまいりたいと考えております。 

 また、今回新たな指標といたしまして、

浸水継続時間が約１５日と想定されてお

ります。こういった広域の避難の観点から、

今後、鉄道網を活用した避難ができないか

ということも現在検討しているところで

ございまして、そういった鉄道事業者とも

現在協議しているところでございます。 

 最後４点目ですけども、ホームページ等

を通じまして、長期間に及ぶ避難も予測さ

れますので、市民の皆様に改めて備蓄の必

要性について、周知を行っておりますし、

また洪水におきましては事前の予測も可

能でありますので安全な場所へできるだ

け早く避難いただくよう出前講座、防災訓

練等を通じて周知してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 暫時休憩いたします。

再開は３時３０分から行います。 

（午後３時 ５分 休憩） 

（午後３時２９分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 野口委員。 

○野口博委員 そうしたら２回目に入り

ます。 

 最初の消費税問題です。認識の違いもあ

るかと思いますけれども、確かに円高によ

り、その影響もお話ありましたけれども、

確かにあると思います。一般的に考えれば、

消費税が５％から８％に変わりましたと。

いろんな資料では、例えば年収５００万円

の所帯では、この３％上がったことによっ

て、年間負担が７万１０００円ふえました

という数字があるんですね。ということは、

増税によって、市民の負担はふえました。

一方、法人市民税は、先ほど申し上げたよ

うに２．６％税率引き下げによって、摂津

市の財政上は１億６，０００万円減だと。

個人市民税は数千万円ふえましたけれど

も、結果としては、恩恵を受けたのは大企

業だけだという格好に数字はなるわけで

す。だから、その消費税を増税したとして

も、単純に税収に影響がないということが

明らかになったと思うんですよ。そういう

点では、いわゆる購買力の問題がそこにあ

るわけで、だからいろんな政策決定したと

しても、物を買っていただいて、そのこと

によって、この税収増というところになる

ようなら一番いいわけでありますけれど

も、そうならないという、そういう点はぜ

ひ見解の相違でありますけれども、そうい

う負担がふえているんだというところを

きちっと見ていただきたいということで、

一応強調しておきたいと思います。 

 年間所得の問題、市民税の関連でご答弁

いただきましたけれども、ちなみに、平成

２８年度では、２万９，０００円ふえまし
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て、年間所得金額は２９５万９，０００円

となりました。これを消費税５％の年の平

成９年と比べますと、６６万５，０００円

減少しているわけです。これに加えて、今、

貧困と格差が拡大しておりますから、いわ

ゆるこの働く貧困層という問題があると

思うんですよ。納税者がふえているけれど

も、それに比べれば、ふえ方は若干少ない

というところで、同じく平成９年度に比べ

て平成２４年度と比較しますと、働く皆さ

ん、これ全国平均ですよ、正規労働者は１

３０万８，０００人減っているんですよ。

一方、非正規労働者は７１１万３，０００

人ふえている。ここに示されているように、

その働く環境がさま変わりする中で、いわ

ゆる貧困と格差に影響する、こういう働く

貧困層がどんどんふえたというのが大き

な特徴であります。 

 ちなみに、年収３００万円未満が大体働

く貧困層と全体で言われていますけれど

も、そういうことも影響して、今の生活実

態になっているんだということも、後から

全体の財政問題を議論しますけれども、ぜ

ひいろんな政策決定のときにつなげてい

ただきたいということで、あわせて申し上

げておきます。 

 ３つ目の借換債、僕は単純に１０年目を

迎えようとするときに、４１％の借金を減

らしたから残り５９％を払うために一括

してその時点で借金して払っていくとい

うことで思ったんですけれども、そういう

年度間の調整は市としてできるのかとい

うところが単純な質問でありますけれど

も、単純に１０年たったから借りかえしな

くてもいいということなどを含めて、どう

いう判断なのかということを少し簡単に

説明していただきたいと思います。 

 地方交付税は一応わかりましたけれど

も、後からちょっと確認します。 

 全体の財政問題であります。先ほど、１

人当たりの所得金額を申し上げました。平

成９年度に比べれば、６６万５，０００円

減っていると。財政状況で僕がいつも申し

上げているのが、市債残高の問題でありま

す。平成１６年度が１人当たり１１５万円

の借金でありました。平成２８年度は、６

６万円になります。総額でいきますと、平

成１６年度の決算では、９４１億円が借金

総額でありました。これは水道事業・下水

道事業を含めてであります。これが平成２

８年度、５７２億円、３６９億円削減され

ています。約４０％であります。これだけ

の借金を減らしてきたわけであります。途

中、財政運営上は、平成１７年度を前後し

て、第二の夕張市になるということを盛ん

におっしゃった時期も、財政危機とおっし

ゃった時期もありましたけれども、そうし

たことを乗り切って、たばこ税の問題も当

然ありますし、いろんな摂津市として、こ

の１０年間は、ある面では運がいい１０年

間と僕は思っておりますけれども、そうい

うことから乗り切ってきて現状に至って

いるわけです。 

 先ほど副市長がご答弁されましたけれ

ども、いわゆる財政力指数、国が定めた行

政規模に応じて、自治体で運営するために

必要な財源と、いわゆる税収とか自前の収

入で賄える度合いを示すのが財政力指数

であります。これは大阪府下一番でありま

す。一般的には、この財政力が高いか低い

かということを言われておりますけれど

も、一番高いわけであります。このことを

理由として、財政力が一番だという話を僕

らもさせていただいておりますけれども、

同時にこの財政状況は、幾ら２億７，００

０万円減ったとしても、平成２８年度、１
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４３億円の基金を持っているわけであり

ます。これ摂津市において過去最高の基金

であります。だから、これからいろんな事

業も展開しようと計画を持っております

から、それはそれとして、市民的に優先順

位を決めて、今おっしゃっている平成３５

年には、いわゆるイエローカード、去年の

財政見通しはレッドカードがありました

けれども、今回はイエローカードなんです

よ。財政健全化団体であります。そういう

将来の見通しもありますけれども、そうな

ったらあかんわけで、今の財政状況を見て、

必要な財源をきちんと活用しながら、将来

計画もつくっていただきながら、そのため

には、この中期財政見通しでたくさんの金

のかかる事業が計上されています。平成３

９年までの主要事業の数字を示されてい

まして、事業費総額で平成２９年度から平

成３９年度が３４８億５，８００万円であ

ります。その中で市債が約１０６億円、公

共施設整備基金が約４０億円、一般財源が

約７０億円、残りが補助金等とされており

ますので、これまともにいったら、いろん

な工夫をしても当然大変な状態になるこ

とははっきりしているわけで、今の財政状

況をいかに生かしていくかということで、

市民目線で優先順位を決めることを吉と

しながら、そのことをまずトライして設定

していただいて、いわゆるこの財政という

のは、いろんな時々の歳入面での苦労はあ

りますけれども、市民から預かったもので

ありますので、自治体としては、市民の暮

らしをしっかり守っていくという立場で

この財源を使おうということが基本であ

りますので、そのためにはきちんとした財

政状況を確保するということが大事であ

ります。そういう点を含めて、今の財政状

況をただ単に何年かぶりに基金が減った

とか、そうじゃなくて、大阪府下一の財政

力を持っているわけでありますから、将来

の計画もしっかりして、ちゃんと使ってい

くという立場で、そういう立ち位置で頑張

っていただきたいと思うわけであります

けれども、担当課長としてはどうなんでし

ょうか。 

 次は、市営住宅の問題であります。指定

管理の問題は、平成２８年度の結果を含め

て若干議論をさせていただきたいと思っ

ておりますけれども、指定管理者制度とい

うことで動いておりますが、市営住宅は人

が住んでおりますので、いろんなことがあ

るかと思います。おっしゃっているような

対応、柔軟性が出てきたと思っていますけ

れども、より指定管理者制度としても毎年

の評価の結果を含めて、より改善していく

だろうと思いますけれども、より住みやす

い環境の方向にできるように努力をして

いただきたいということで、一つは申し上

げておきたいと思います。 

 それで、公営住宅の拡大の問題ですね、

市営住宅の２１０戸と府営住宅の１，０３

０戸を合わせますと１，２４０戸が公営住

宅であります。これが北摂全体では、下か

ら２番目か３番目だと思いますけれども、

吹田市とか、高槻市とか、茨木市は多いと

思います。借家にお住まいの方からいろん

な要望も出ていると思いますけれども、公

的期間としては、そういうところも含めて、

やっぱり安い、住みやすい環境を提供して

いくという点の努力は当然必要と思いま

すので、そういう意味から先ほどちょっと

申し上げた、文化住宅とか、木造長屋住宅

を借上住宅として公営住宅化するという

点は、ぜひこの際検討していただきたいと

思います。決算ですので、質問はしません

けれども、ぜひ検討課題として一応上げて
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いただいて、具体的に議論をお願いしてお

きたいと思います。 

 次、収納事務事業の問題であります。一

応数字をいただいておりますが、前年の平

成２７年度と比べて差し押さえ件数が５

１３件から４５０件と少なくなっていま

す。おっしゃっているように、僕らのほう

には、余り声は届いておりませんけれども、

とりあえず基本を守って頑張っていると

いうご答弁だと思うんですけれども、お答

えがなかった点があります。先ほど１回目

に少し申し上げた、国会答弁上は、この返

済期間について４年までいけるというこ

とで大臣答弁がありました。この件につい

ては、これまでは２年間で払いなさいとい

う立場で物事を進めておったので、そうで

はないということで、国会答弁もあるので、

そのことを踏まえた対応をすべきだとい

う話をさせていただきました。それはどう

いう覚悟で実践されているのかというこ

とを逆に聞かせていただきたいと思うん

ですよ。同時に先ほど申し上げた、この滞

納があって、いろいろ市も努力されてなか

なか連絡がないということもあったりし

ますけれども、来ていただいて、話し合い

に入ったと。そこで前提条件として２年間

で払ってくださいということも強行的に

するのか、その人の状況によって、２年間

しんどいという状況であれば、３年、４年

でどうするかという話をしていくのか、こ

ういうことが実際どうされてきたのかと

いう問題。同時に、話し合って滞納分の分

割納付をしている方がいらっしゃいます。

そういう方からいつも電話があるのは、ち

ゃんと払っているのに、何で督促状が来る

のかという問題があります。これは機械上

の整理をするためそういうことになるの

か、いわゆる意図があってそうするのがわ

かりませんけれども、本人としては、話し

合いによって分割納付をしているわけで、

継続中なのに、なぜそういう督促状が来る

のかということであります。この点につい

て、改善されたのかどうか、ちょっと聞か

せていただきたい。 

 続いて、耐震化の問題であります。なか

なか課題的にはしんどい話であります。お

っしゃっているアンケートも続いて、幾つ

かの市民の思いといいますか、実態につい

て、年齢的な問題、定住志向の問題、自宅

の状況の認識について、余りないと、費用

面とか、いろいろ話がありました。しかし、

結果としては、現在、耐震化率として８

１％であります。これを９５％にしていく

ということを見ますと、約１万戸ふやさな

ければならないと。これを１０年後に果た

していきたいという目標であります。この

間の推移を見ますと、平成２７年度が耐震

診断は２６件あったのに、改修が６件とな

っています。平成２８年度は、耐震診断１

８件で改修が６件ということで、以前から

議論されていますけれども、店舗はなかな

かそうなっていないというところをどう

打開するのかということで、いろんな知恵

を出されていると思いますけれども、この

概要版の中で、主な具体的取り組みという

ことで、民間の住宅について、摂津市住

宅・建築物耐震改修促進計画の概要版の方

針３でリフォーム等に合わせた改修の誘

導という言葉があります。これは、我が党

としては、小規模の修繕、登録に合わせて、

いろんな地域の建設業者に貢献していく

という立場から住宅リフォーム助成制度

も訴えてきています。最近は群馬県安中市

を初めとして、住宅リフォーム助成制度も

あります。資料では、昨年１２月の時点で、

住宅リフォーム助成制度が全国約１，８０
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０ほどの自治体の中で、６０３ですね、３

４％の自治体で、この住宅リフォーム助成

制度をやっているわけです。いろんな建物

を改修するときに、介護保険制度も使いま

す。耐震補強も使います。いろんな制度が

ありますけれども、そこでこの住宅リフォ

ーム助成制度を入れ込んで、組み合わせし

て、課題が少しでも推進できないものかと

いうことなんです。平均的には、補助金額

は１０万円ぐらい限度として独自でやっ

ておりますけれども、その何倍かの経済的

効果もあるわけで、ぜひこういうことも含

めて、頑張って具体的に検討していただき

たいということを先ほど申し上げた木造

長屋住宅の耐震化促進とあわせて、いわゆ

る公営住宅化、借り上げして改修して公営

住宅化するということも含めて、１回ご意

見をお聞かせいただきたいと思います。努

力は認めていますので、その上での話であ

りますので、ぜひお願いいたします。 

 安全対策なり、道路維持費１億円の上積

みの問題に関連しての質問です。担当課長

より、あと１億円あれば何とかできますよ

という話でありますけれども、ぜひ副市長

に受けとめていただいて、よろしくお願い

いたします。 

 全体像はなかなか見えませんけれども、

この前一般質問で、ふたの問題を言いまし

た。きのうもお願いしましたけれども、３

ミリから４ミリ、５ミリのところで、ふた

が上がって段差がついているということ

で、道路が下がったのかわかりませんけれ

ども、実際にあるわけですね。摂津市は、

通過地域でありますので、生活道路も含め

てどんどん車が出入りするという状況が

あろうかと思いますけれども、トータルと

して安全なまちづくりを生活道路も含め

てつくっていただきたいと思うわけであ

ります。この点は一応強調しておきたいと

思います。 

 具体的な問題で、一つは、この安威川以

北に関連して、千里丘三島線のすぐ近くで

すね、三島３丁目、ご承知のとおり、狭い

歩道がありますね、メゾンプランタンとい

うマンションがありますけれども、田んぼ

もあります。そこが大変狭い歩道がずっと

続いて放置されています。いろんな所有関

係もあると思いますけれども、摂津市で一

番のメーン道路であります。なぜそれがで

きないのかということをちょっと聞かせ

ていただきたいと思います。 

 ２つ目には、ＪＲ千里丘駅西口の混雑解

消問題、全体の問題については、先送りさ

れましたけれども、これからいろいろまた

動いていくだろうと思います。以前も一般

質問で上げましたけれども、吹田市のいく

つかのマンションの住人では、マイクロバ

ス会社と協定書を結んで、マンションから

駅まで送迎されています。幾つかのところ

は馬渕教室千里丘校の裏側のほうで乗り

かえしてぐるっと回っていきますけれど

も、他の幾つかのところは、朝なんかもひ

どいもので、手前の信号で駅に入っていき

ます。これマイクロバスが同時刻に複数台

通りますので、大変な状況は皆さんもご承

知のとおりであります。 

 それで大変な課題でありますけれども、

そのバス会社との協議も含めて、より詰め

ていただいて、これから駅前整備がどうい

う形になるかわかりませんけれども、ちょ

っと時間がかかるわけでありますから、や

はりより安全にしていくために頑張るこ

とは大事だと思っていますが、この点どな

いでしょうか。 

 あと市内全域のバリアフリー化の問題

であります。各いろんなところから、この
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問題が届いておりまして、摂津市の狭い道

の中で、いろんな解消すべき問題があると

いうことで、ただ自動販売機の問題、違法

駐車問題、違法出店の問題、廃車放置の問

題、電柱などいろんな問題などもあるかと

思いますけれども、この辺のバリアフリー

というところの切り口からして、こういう

問題が実際どういう取り組みを平成２８

年度されてきたのか、ちょっとお尋ねして

おきたいと思います。 

 公園の問題については、先ほど個数が１

７０か所とおっしゃったんですけれども、

統計論でいいますと、都市公園の中で街区

公園、近隣公園、その他都市公園、小さい

のを含めて１３９か所と言っているんで

すけれども、大変な差があるので、ちょっ

と確認の意味でまた修正をしていただけ

ればと思いますが、これ、総合計画では、

５．８平米です。何ぼに定めているのかと

いうことと、それを意識した取り組みにつ

いて、ちょっとお答えいただきたいと思い

ます。 

 市内公園のトイレの洋式化の問題であ

ります。現在は、お話があったように、障

害者等々のために５か所、それも含めて、

和式から洋式へ変えたのは５か所、計１０

か所という話でありました。その場所によ

って、いろんな公園の配置が違いますけれ

ども、少なくとも近隣公園とか街区公園、

合わせて４０数か所あります。ない地域も

当然あるかもわかりませんけれども、少な

くともこの４０数か所の中規模以上の公

園については、今の和式から洋式に変える

という努力をしていただきたいと。現在１

０か所になりますので、残り３０数か所に

なるんですかね。それ要望しておきますの

で、今後検討していただきたいと思います。 

 続いて、小規模修繕工事の問題でありま

す。１０年たちましたので、そろそろ一定

のより進んだ改善をお願いしたいという

ことであります。いろいろ難しい問題があ

ります。摂津市の場合は、小さい規模の事

業所も多いわけで、そういう方々との関係

もありますし、しかし数字的にはおっしゃ

ったように、平成１９年度当時に比べれば、

登録業者は倍近くになっておりますし、発

注額も２，６００万円から１億８，０００

万円、ですから、６倍以上になっています。

それは事実であります。それで、大変な努

力はされていると思いますけれども。１０

年過ぎたので、ぜひ改善していただきたい

という趣旨であります。 

 それで、先ほど答弁の中で、ちょっと僕

の聞き漏れかもわかりませんけれども、こ

の制度を知ってもらうということについ

て、徹底度がまだ少ないという話だったの

で、ちょっとびっくりしているわけであり

ますけれども、１０年たってますのでね。

ぜひ協力業者と相談していただいて、当然

仕事量もふえていると思いますので、より

この制度を生かされる方向で検討してい

ただきたいということで、結果を待ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 次、入札制度の問題であります。昔は、

先ほど申し上げたように、全国的に談合問

題が大きな社会的問題になって、市が定め

た価格に対して９９％とか、下手したら９

９．何％とかそういうことがあって談合と

いうことが大きな社会問題になった時期

がありました。これが、現状どういう形が

一番ベターなのか僕はわかりませんけれ

ども、いろいろ検討されていると思います

けれども、この間、最低価格も公表したの

で、その時期は、多くの入札参加業者が最

低価格で入札をして、抽せんで決定するこ
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ともたくさんありました。その結果がどう

なのかわかりませんけれども、現状で、こ

ういう公共事業をめぐる公平性、平等性、

そして税金の使い方、地元業者育成という

立ち位置から見た場合、どういうことが今

求められているのかということを改めて

お聞かせいただきたいと思います。 

 それと公契約の問題を申し上げました

けれども、いろんな働き方があります。日

本の労働環境の中で一番といってもいい

ほど劣悪な職場が、建築現場でありました。

そういうところからいろいろ前駆的な組

織としても頑張っている部分がありまし

て、今、少なくとも公共事業で仕事をされ

ている現場で最低賃金以下で働いている

という状況があってはならないわけです。

過去そういうこともあったので、やっぱり

少なくとも働く皆さんの労働条件を改善

していくと。そのための責任を持っていく

という、担保としてやっぱりこの条例につ

いては、今後検討していただきたいと思う

わけですけれども、一応見解を求めておき

たいと思います。 

 最後は、災害対策の問題です。お話にあ

りましたように、大変な結果が示されたわ

けで、答弁のあったように、浸水継続期間

ということで、５０センチ以上の浸水にな

る日数が摂津市は約１５日間と言われて

います。それと今、鳥飼小学校区で５自治

会でハザードマップをつくるということ

で言われておりますけれども、その地域に

多分関係するといいますけれども、いわゆ

る堤防などのそばの家屋が倒壊するとい

う危険性が高いという区域が摂津市は２

３％、３．４ヘクタールということで、こ

こに示されておるんですけれども、そうい

う意味では、平均で４．７メートル浸水す

るという話でありますので、それに比べて

こういう数字も出ておりますので、総合体

育館の問題もありますけれども、鳥飼地域

で、安威川以南地域で、これだけの浸水想

定の問題について、新しい数字が出たとい

うところはやっぱりちゃんと受けとめて、

鳥飼地域に防災拠点をつくるとか、そうい

う大きな意味での対策の枠を決めなけれ

ば、物事は進まんと思います。 

 今、鳥飼小学校区の自治会でも防災への

取り組みをやっておりますので、そこでも

こういう議論も生かしながら、ぜひ災害対

策という点での、今の大きな焦点である豪

雨に対して、どう対応していくかという課

題がありますので、ぜひその点で頑張って

いただきたいということで申し上げてお

きます。 

 以上、２回目です。 

○渡辺慎吾委員長 答弁を求めます。 

 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、質問番号３

番の借換債についてお答えします。 

 借換債につきましては、起債の制度の中

で大阪府と協議し、同意をいただいている

んですけれども、当初、起債の同意といた

しましては、多くの起債が借り入れ期間２

０年という同意をいただいております。そ

ういった同意をいただいた後に金融機関、

それから公的資金の借り入れ申し込みを

しておるわけですけれども、公的資金です

と、当初の借り入れ申し込みに対し、上限

期間である２０年間の借り入れという形

でやっていただいているんですけれども、

市内の金融機関から借り入れる場合、なか

なか２０年の長期にわたって貸すという

ことが困難ということで、多くのものが１

０年の借り入れ期間で契約をさせていた

だいております。どうしても契約として一

旦１０年で借り入れ期間が終わりますの
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で、委員もおっしゃっていただいているよ

うに、四十数％をその１０年目にどんとお

返しするという形で、借りかえる場合は、

四十数％部分を再度借りて２０年間の返

還という形になるんですけれども、今回の

場合につきましては、１０年目を迎えた時

点で四十数％を返して、今後の財政運営の

負担を軽減するということで借りかえの

発行をやめた。そういう状況になっており

ます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 早川課長。 

○早川納税課長 それでは、７番目の質問

に対して、お答えさせていただきます。 

 納税担当者といたしましては、滞納され

ている方に対し、納付が困難な場合は、ま

ず納付相談にお越しいただくようにご案

内し、納付相談については、生活を圧迫し

ないように、分割して納付するなど納付計

画について、ご相談をお受けしております。 

 分割期間については、先ほど委員がおっ

しゃっておられました４年ということで

ございますが、納付の猶予制度の改善によ

って、当然に４年ということでは考えてお

りませんが、案件ごとに状況に応じて個別

の判断をさせていただいております。 

 それと督促のほうでございますが、督促

は地方税法上、本来の納期が来まして、未

納があれば督促を送ることが必要であり、

その説明は職員が市民の方に必ず説明を

して、督促状は破棄していただくような対

応をさせていただいております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 ５番目の財政状況が

抜けておりましたので、再度、答弁をお願

いします。 

 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 済みません、答弁が前

後して申しわけございません。質問番号５

番の財政力指数、それと今後の財政の見通

しについて、お答えいたします。 

 先ほど副市長からも答弁いただいたと

ころですけれども、財政力指数が高いこと

イコール財政状況がいいということが当

てはまるものではないと私どもも考えて

おります。市民１人当たりの税収、これも

トップで財政力指数のお話とよく一緒に

していただいている状況ですけれども、税

収に加えて、交付税を加算した標準財政規

模、これを見ますと、標準財政規模の市民

１人当たりの額では、平成２７年度決算で

は、８番目くらいになっているという状況

ですので、やはり交付税を加味して、一般

財源ベースで見ると、ほかの市に比べて余

裕があるというものではないと判断いた

しております。やはり財政力指数が高いこ

とというのは、先ほど副市長もお話があり

ましたが、留保財源でいろんなことができ

ると。これはつまり、行政サービスの実施

について交付税に左右されることなく、自

らの意思で可否決定ができる。そういった

交付税がないものとして将来の見通しが

立てやすいというところで、やはり自主自

律的な財政運営が可能になるという意味

であると捉えております。そういったこと

も踏まえて、今後の見通しというところで

すけれども、やはり平成２８年度の決算に

ついては、主要基金が減少したと、この結

果を捉えて、きちんと将来を見通さないと

いけないと思っております。委員もおっし

ゃっていただいていましたように、優先順

位をつけていろんな事業を実施していく

べきだということについては、全く同感で

ございまして、ただ、優先順位のつけ方に

ついては、いろいろと関係者の中で議論し

た結果、委員と違う結果になることもあろ
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うかとは思いますけれども、優先順位をつ

けて現時点での状況を十分に分析した上

で、将来をなるべく正確に見通し、今やら

なければいけない手はきちんと今のうち

に打っておく、これが必要であると考えて

おります。中期財政見通しで平成３５年に

基金が枯渇する見通しになっております

が、これまでの中期財政見通しでも先々基

金がなくなると言っていましたが、なくな

っていないということがずっと繰り返さ

れているというお話も聞いておりますが、

これまでについては、委員もおっしゃって

いただいたように、たばこ税の増収があっ

たり、千里丘新町の土地売却収入、こうい

った臨時的な収入があって大分助けられ

たところがある、それも事実でありますし、

また、行革に沿って関係各課がいろいろと

ご努力いただいたという部分もあろうか

と思っております。そういった意味で、今

の第５次行政改革、残された期間で残され

た項目については、引き続き政策推進課と

協調いたしまして、取り組んでいきたいと

思っております。これによって、今後の財

政についても、持続可能なものになると考

えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○寺田建築課長 それでは、８点目のご質

問に答弁させていただきます。 

 委員がおっしゃるとおり、計画の目標値、

これ平成３７年度に設定をさせていただ

いておりますが、９５％ということで、高

い目標ではなかろうかというようなご心

配ということでいただいたところでござ

います。我々、平成２０年に第１弾の計画

を策定させていただいた当時は、７０％の

耐震化率でございました。そこから７年程

度で１１ポイント上げてきた状況でもご

ざいます。大阪府のほうでも、この耐震化

の促進計画をつくられております。これは

平成２８年１月に策定がされておるんで

すが、その中でも同様に耐震化率を設定を

されておりますのが、同様に平成３７年、

１０年間で９５％という目標値でござい

ます。その大阪府の計画の中では、やはり

耐震改修でどう取り組みを進めるかとい

うことの実態を大阪府のほうで調べられ

ている状況がございまして、その中の数値

でいきますと、やはり昭和５６年以前の建

物でございますので、建てかえが圧倒的に

多いということが見えてきているような

状況でございます。耐震改修数の推移とい

うことで大阪府がお調べになった分でい

きますと、９割が建てかえであるというよ

うな状況も認識いたしながら、我々のほう

も、この計画を改定いたしたところでござ

います。 

 本市におきましても、平成２６年度に国

の緊急支援事業ということで、従来の耐震

改修の補助金に３０万円上乗せさせてい

ただいております。さらに、そのような大

阪府からの情報提供もございましたので、

平成２７年度からは建物を除却する、解体

ですね。解体撤去する費用につきましても、

改修補助の一部ということで４０万円を

上限にさせていただいておりますが、補助

制度を構築いたしながらさせていただい

ております。平成２８年度につきましては、

この事務報告書の中でも載せております

が、１件除却の申し出がございました。今

年度につきましては、現時点でございます

が３件の申し出があるような状況でござ

いますので、一定のニーズはあるのかなと

原課のほうでは感じておる状況でござい

ます。 

 リフォームの部分でお問いもあったか
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と思うのですが、先ほど１回目の答弁の中

でも申し上げましたとおり、やはり個人、

私有財産の部分でございまして、本来、水

回りであったりだとか、雨漏りであったり

だとかという部分については、所有者の責

務で機能保持、維持保全をしていただかな

いといかん部分でございます。その部分に

対して行政のほうで補助するという部分

ではなかなか踏み込めない部分でござい

ますので、摂津市住宅・建築物耐震改修促

進計画の概要版の中で方針３ということ

で出させていただいているリフォーム工

事に合わせてという趣旨の内容でござい

ますが、リフォーム工事をされるのであれ

ば、壁であったりだとか、内装の壁を剥が

されたりだとかというような形で筋交い

を入れるだとかいうことで補強工事をさ

れるのであれば、そのリフォーム工事の前

に、そういう耐震補強の工事をあわせ持っ

てやっていただくのであれば、その分の耐

震補強に関しましては補助金を出せます

よという趣旨でございますので。昨年、大

阪府で設置されておりますリフォームマ

イスター制度、これはリフォーム業者を大

阪府が一定囲い込んだ形でご紹介すると

いう制度がございます。よく無料で点検さ

れてということで、あとで高額請求される

だとかいうような事案に対して、大阪府の

ほうで制度を構築された内容がございま

して、そういうような説明会もあわせてさ

せていただいたところでございますので、

そういうところで、ちょっとリフォームの

部分に対して耐震改修補助というのはち

ょっとなじまないのかなと認識いたして

おりますので、よろしくご理解のほうお願

いしたいと思います。 

 先ほど、３点目に長屋住宅の部分でご指

摘もいただきました。この計画の中で重要

な課題ということで認識もいたしており

ます。ただ、長屋建ての住宅ですと、各住

戸にお住まいの方の合意形成というもの

がやはり必要になってまいります。１軒の

長屋で大家が賃貸で出されている場合と、

それぞれ区分で持ち合いされている長屋

建て住宅とはちょっと取り扱いが変わっ

てくるのかなと認識いたしておりますの

で、以前から議会でもご議論がございまし

た長屋建て住宅に対しての耐震化、どうし

ていくかということについては、今後この

計画の中でも検討していくということで

させていただいておりますが、今後、重点

的に課題として認識いたしておりますの

で、よろしくご理解のほうお願いしたいと

思います。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 そうしましたら、空

家を借り上げて公営住宅を検討できない

かというお問いでございますけれども、他

市の事例におきましては、民間の賃貸アパ

ートですとか空家を借り上げて、公営住宅

にされている事例もあると認識いたして

おります。 

 ただ、平成２５年３月に策定いたしまし

た本市の市営住宅長寿命化計画におきま

しては、市営住宅２１０戸を維持していく

というような形で、市営住宅はこれ以上ふ

やさないといった内容で計画いたしてお

りまして、現在のところ、新たな市営住宅

の戸数をふやすという考えについては持

ち合わせていない状況でございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 西川部参事。 

○西川建設部参事 ９番目の道路の安全

対策の具体的な事項につきまして、３つご

ざいましたと思いますが、最初の千里丘三
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島線及びＪＲ千里丘駅西口につきまして

は私のほうから、それから、バリアフリー

の問題につきましては道路交通課のほう

から答弁させていただきます。 

 まず、千里丘三島線の整備についてでご

ざいます。ご指摘の千里丘三島線の十三高

槻線の以北の箇所につきましては、都市計

画道路の幅員としましては１６メートル

の都市計画決定がございまして、未整備区

間でございまして、特に西側歩道には狭く

通行しにくいという状況は、我々のほうも

認識してございます。 

 都市計画事業としましては、今年度認可

を目指しております阪急京都線連続立体

交差化事業もございまして、鉄道の高架化

とそれに伴う環境側道、さらに交差する坪

井味舌線や千里丘三島線の高架部、それか

ら大阪府決定でございます千里丘東駅前

線ということで、都市計画道路の整備を今

後進める必要があると考えております。 

 以上のような事業を控えている中でご

ざいますが、当該部分についても、整備に

ついては少し検討してまいりたいと考え

ております。 

 続きまして、ＪＲ千里丘駅西口の安全対

策についてでございます。ＪＲ千里丘駅西

口につきましては、特に朝夕の通学、通勤

の時間帯に歩行者及び自転車、それから送

迎用の車両が混在し、交通安全対策上課題

があることは以前から認識しております。

この問題解消のために歩行者の安全対策

としまして、周辺道路の路面にグリーンの

着色した歩行者通行帯の明示や、ミスター

ドーナツ前の横断歩道の設置、また駐車防

止のためのポストコーンを設置するなど、

また、ちょっと所管が異なりますが、平成

２８年度に駅前の車両停車を軽減するた

め、千里丘ガードの西側に停車帯の整備を

行っております。しかし、抜本的な解消は、

やはりＪＲ千里丘駅西口の再整備、駅前広

場の整備が必要であると考えております

ので、市が主体となって今後整備していき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、野口委員

の２回目の市内全域バリアフリーについ

て、お答えさせていただきます。 

 平成１７年３月にバリアフリー基本構

想をもとにしまして、平成２３年３月に道

路特定事業計画を策定しております。その

計画の中では、阪急正雀駅周辺、ＪＲ千里

丘駅周辺の公共施設を結ぶ道路において、

道路、特定道路及び準特定道路を定めてお

ります。平成２８年度で整備させていただ

きました香露園のガランド水路沿いにつ

きましては、準特定道路であります。また、

特定道路につきまして指定している全延

長が３キロメートルございますが、整備完

了及び整備中も含めまして２．２キロメー

トルを実施しているところであります。そ

の中で千里丘三島線のＪＲ千里丘駅南側

から三島幼稚園までの区間の西側につい

ては終わっておりますが、東側についても

対象となっておるとともに、阪急正雀駅間

の歩道整備も路線に含んで、現在、用地の

確保に努めているところであります。 

 また、このほかに、市内の段差切り下げ、

それと視覚障害者用ブロックの設置につ

いて改良すべき市管理道路の歩行者が横

断する箇所１，０２６か所ございまして、

それの解消に向けて現在約８００か所ほ

ど整備しておりまして、あわせて、今後も

道路のバリアフリーに向けて継続して実

施してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○渡辺慎吾委員長 竹下課長。 

○竹下水みどり課長 野口委員の２回目

のご質問に対しまして、ご答弁申し上げま

す。 

 まず、公園の数につきましてですが、先

ほど１回目の答弁で、私が約１７０か所と

答弁させていただいたと思いますが、先に

整理しますと、正確には、決算概要の１２

７ページにお示ししていますように、都市

公園が４３か所で、ちびっこ広場が９７か

所、緑地緑道が３４か所と、その他として

東一津屋の広場が１か所ございます。計１

７５か所でございます。 

 そして、委員が見ていらっしゃる統計要

覧の中身でございますけれども、ここに記

載しておりますのは、本市で管理しており

ます都市公園の数でございます。ですから、

先ほど述べましたように４３か所でござ

います。そして、その他の都市公園として

１か所ございます。これは淀川の河川敷公

園でございまして、ちびっこ広場は９７か

所、そのままでございます。ですから、緑

地・緑道がこの統計要覧では省かれている

というところでございます。 

 あと、都市公園の数といいますか公園の

数で住民１人当たり５．８平米、どういう

意識を持っておられるのかというお問い

だったと思います。この統計要覧にもお示

ししていますように、平成２３年からほと

んど１人当たりの公園面積は変化してお

りません。平成２７年度は、先ほどご答弁

させてもらったように明和池公園、そのほ

か街区公園、これらの面積が加わったもの

でございます。ですので、ほとんど微増で

横倍の状況になっております。それで、公

園の１人当たりの面積の話になりました

ので、いろいろと調べていましたら、ちょ

っと古いもので申しわけありません。ちび

っこ広場を含めていない形で、大阪府のデ

ータがございます。府内市町村の順位を調

べましたら、年度でいうと平成２７年度で

す、当時、摂津市は５．２４平米でござい

ます。順位が高槻市とほぼ同水準で２１番

目となっております。これをもって高い、

低いという議論はあるかと思いますが、決

して低い公園面積ではないのかなと思っ

ております。 

 今後の公園をどういう形で見ていけば

というところでございますけれども、最近

ですと、南千里丘の開発、それから千里丘

新町で整備された公園のように大規模開

発、それから民間開発事業、そういったと

ころの事業があった場合に限られるもの

と今の段階では考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、質問番号１

４番、公共工事、それから公契約条例につ

いて、答弁申し上げます。 

 現在、公共工事についてどういうことが

求められているのかということでござい

ますけれども、公共工事の品質確保の促進

に関する法律が制定されて以降、公共工事

については、適正な価格で適正な品質を確

保するということが求められております。

やはり適正な価格でというところを除外

しますと、最少の経費で最大の効果という

地方自治の本旨実現のところと反すると

ころもありますので、やはりそこのバラン

スが一番重要であり、難しいところである

と考えております。 

 また、一昨年度、平成２６年６月に品確

法が一部改正もされておりまして、この中

でも公共工事の品質確保の担い手の中・長

期的な育成及び確保に配慮するというこ

とも求められております。入札制度の改善
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につきましては、やはり市内業者の状況、

そういったものも配慮しながらやってい

くことが必要であると考えているところ

です。 

 それから、公契約条例についての見解の

部分でございますけれども、公契約条例は

幾つかの市で先行して制定されておりま

す。ただ、本市といたしましては、労働者

の適正な労働条件の確保、これにつきまし

ては、それぞれの自治体で条例を制定して

実現するものではなく、やはり国がそうい

った公契約に関する法律を整備いただい

て、重要性を認識し、速やかに必要な措置

を講じていただくこと、これが一番重要で

あると考えております。そういったことも

踏まえまして、これまでも市長会を通じて

国に要望しているところです。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 再度質問いたします。 

 一応、全体の財政運営の問題について、

再質問いたします。 

 これまで、過去、財政運営の問題では、

先ほど申し上げたように、いわゆる第二の

夕張市になるという状況を経験して、一応

頑張ってきたということもあります。当然、

たばこ税とかいろいろありますけれども、

そういうしんどいときを乗り切ってきた

ということを、自治体として収入面での運

という問題もありますけれども、そこを核

心にしていただいて、今、課長がおっしゃ

っているように、その財政をどう活用する

のかというところで、ぜひ政策に生かして

いただきたいと思います。 

 そこで、中期財政見通しの問題でいいま

すと、例えば、この間もちょっと強調して

いましたけれども、平成２１年に前年の平

成２０年度決算を土台とした中期財政見

通しで、平成２７年度は２億３，０００万

円の赤字になりますよと、基金も全部つぎ

込んで、こういう数字の確保、平成２９年

ですから７年前はこういう見通しを示し

たわけです。当然、その９年間の中では、

いろいろおっしゃっているようにたばこ

税のこととか、臨時的な土地売却の利益も

当然ありましたけれども、その時々、いろ

いろな要素が絡みますけれども、結果とし

ては現在のこういう状況に至っているわ

けで、そういう点では自信を持っていただ

きたいのと、今の財政状況をいかに市民の

ために生かすかというところをぜひ押さ

えていただきたいと思うのですよ。 

 それで、あわせて、平成３５年度、今回

の中期財政見通しでは、基金を全部取り崩

して約３５億７，７００万円の赤字という

ことになっています。財政的にいいますと、

いわゆるレッドカードの直前の数字に財

政状況がなるわけであります。こういう数

字を示した一方で、現在は大阪府下で最高

ランクの財政状況だというところもある

わけですよ。これをどう見るかという問題

も、これまでいろいろ議論してきています。

最初に申し上げたように、そういう数字の

問題として、事実として大阪府下一番の財

政力を持っているわけで、今後、いろいろ

な不安定要因は当然ありますけれども、暮

らしも大変です。先ほど申し上げたように

約６６万円減っています。より一層、貧困

の格差は拡大しているわけで、そんな中で

約８万５，０００人の市民の方々の暮らし

をいかに守っていくのかと。そのためにこ

の財政をどう使うかということで、ぜひ自

信を持って動いていただきたいというこ

とで強調しておきたいと思います。 

 それと、先ほど関連してちょっと言いま

したように、働く貧困層がどんどんふえて
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いるという問題も現実問題としてあるわ

けです。年収３００万円未満の働く貧困層

がどんどんふえているわけであります。そ

れだけ生活も大変でありますので、あわせ

てそのことも受けとめていただいて、暮ら

しを守る方向で活用していただきたいと

いうことを強調しておきたいと思います。 

 市営住宅の問題であります。先ほどの耐

震化の問題と関連しますけれども、確かに

いろいろな財政的な問題もありますけれ

ども、公営住宅が１，０００戸を超える数

があるわけですが、住んでいる方からいえ

ば、改修したらきれいになりますので家賃

が高くなってしんどいという方も当然い

らっしゃいますけれども、でも市としては、

住みやすい環境で一定安い料金で公的な

賃貸住宅を提供するという任務は、当然、

僕はあると思っています。そういうことか

ら、公営住宅というところを、先ほど計画

にないとおっしゃったけれども、やっぱり

検討すべき課題だということを申し上げ

ておきたいと思います。 

 納税の問題です。幾つかの点について答

弁がありました。督促については破棄する

ようにということで、ご本人に申し上げて

いるという話でありますけれども、パソコ

ンで管理していますので、１年１年管理す

るためにそういうやり方がいいのかどう

かわかりませんけれども、市民から見たら、

先ほど申し上げたように、分割でちゃんと

払っているのになぜ督促状が来るのかと

いうのが市民の受けとめでありますので、

破棄するのではなくて督促状を送らない

と。誠実にちゃんと分割納付しているわけ

ですから、そういう対応をぜひお願いした

いと思いますけれども、その点はいかがで

すか。 

 平成２８年度の税制改正を含めて、いろ

いろな取り組みについて少し紹介があり

ましたけど、改めてお聞きしますが、納め

方、単純に２年間で納めなさいということ

について強要はしていないと言いますけ

れども、状況に応じて、例えば、額も多い

けれども３年払いにするとか４年払いに

するとか、こういう問題についてあったの

かどうかということもあわせてお答えい

ただきたいと思います。 

 耐震化の問題です。なかなかしんどい話

であります。当然、耐震改修までいけば、

その財源がいろいろありますので難しい

と思います。しかし、実際、この１０年間

でおっしゃったように、平成１９年度から

平成２７年度にかけて１１％以上耐震化

がふえているわけであります。それを土台

として今後１０年間で９５％、プラス１

４％にしようと動いているわけでありま

す。阪神淡路大震災の経験でも、最大の問

題は地震が起きても壊れない建物をつく

る、強靭化を進めていくというのが最大の

課題だとおっしゃっています。当然、地震

の規模においてもいろいろありますけれ

ども、その問題について指摘されている方

がたくさんいらっしゃるわけであります。

公共施設も少しまだ残っておりますけれ

ども、より研究していただいて、先ほど申

し上げた、いろいろな制度を絡ませてでき

ないものかと。単純にこれまで私的財産に

対する公金は利用できないとおっしゃっ

ていますけれども、その立場でいいのかと

いう問題もありますので、地域全体の強靭

化をいかに進めていくかという課題でも

ありますので、その点での切り口から住宅

利用助成制度的なものもあわせて耐震化

促進に生かしていただきたいということ

で、お願いしておきます。 

 次は、安全対策の問題です。いろいろご
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答弁いただきました。いろいろ日常的に市

民の方々が不特定多数で利用するという

ことはありますので、特に生活道路などは

なかなか難しい問題もあります。交通事情

もありますので。しかし、日々利用してい

るところではありますので、ぜひトータル

として、行政として把握して取り組めるよ

うに進めていただきたいと思っています。 

 ＪＲ千里丘駅西口の問題は再度ご答弁

を求めておきますが、この間、いろいろな

形で努力されてきています。それは認めて

おります。先ほど申し上げたように、吹田

市のいくつかのマンションによる駅まで

のバス送迎について、それを請け負ってい

るバス会社とも相談して協議なさってい

ます。それは認めています。しかし、現実

問題は、朝の状況を見たらもう大変な状態

でありますので、自家用車もあそこに入っ

てきて、そこでＵターンしていく方もいら

っしゃいますよ。先日の選挙時によく目に

しましたので。そういうことが実際、現場

であります。やっぱり危ないという瞬間に

何度も立ち会いますので、少なくともマイ

クロバスについては、そこを通らないと。

やっぱりガードのところを通っていただ

いて、ぐるっと回っていただくように協議

を進めていただきたい。そういう点で先ほ

ど答弁がなかったので、改めて担当として

努力していただきたいと思うのですけれ

ども、このことを詰めていただくというこ

とについて、再度ご答弁いただきたいと思

っています。 

 バリアフリーの問題は答弁がありまし

たので、中身は当然つかんでおられると思

いますので、一番市民の方々の日々生活し

ている中での要望は、歩道の改善だとか、

歩きやすい道路をつくってほしいとか、身

近な問題であります。そこにいろいろなバ

リアフリーを阻害するものがいっぱいあ

るわけですよ。それは道路形態もそうです

し、ふたの問題もそうです。だから、そう

いう角度から、お年寄りが通っても安全な

ように、どういう改善したらいいのかとい

うことをぜひ見ていただいて、法的な縛り

もありますけれども、ぜひ検討していただ

きたいということでお願いしておきます。 

 公園の問題は、ちょっと数字がわからな

いので、後からまた数字を教えてください。

そういうことにしておきます。 

 入札の問題です。なかなか自治体として

条例化というのは難しい課題だと思って

います。ぜひ一度、この問題について担当

のほうで、小規模自治体でありますけれど

も、この課題について研究していただきた

いと。川崎市が２０１０年に制定し取り組

んでいますが、その中では、例えば、市が

発注する清掃業務の労働者に対しても、最

低賃金とかを含めてちゃんと設けて取り

組んでいるわけです。こういう公共事業の

発注の中で、少なくとも最低の労働条件を

確保しようということで、そういう中身の

条例を制定していることもありますので、

ぜひ担当のほうで検討していただいて、正

式な条例がつくれなくても、それに匹敵す

る内容ができないものかと思っています

ので、ぜひ検討を求めておきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 早川課長。 

○早川納税課長 納税課に係りますご質

問にお答えさせていただきます。 

 督促につきましては、地方税法上、納期

限が過ぎて未納があればどうしても送る

必要がございますので、その点はご理解い

ただきたいと思います。分割相談時に、市

民が来られたときには丁寧に説明をする
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ように指導しております。 

 それと、４年でということなのですが、

最初から４年での分納は受けておりませ

んが、相談内容によりましては、毎月の納

付金額を決める中で結果的に４年になる

ということはあります。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、野口委員

の３回目のマイクロバス事業者への安全

誘導についての質問にお答えさせていた

だきます。 

 ＪＲ千里丘駅西口の現道の安全対策か

ら、道路交通課のほうからマイクロバス事

業者のほうへ、地元の自治会あるいは校区

連合自治会の関係の要望等も踏まえまし

て、何度か本社のほうまで行きまして、そ

の当時とめていた狭隘な道路の若干スペ

ースのあいているところで待機者が通行

の妨げになるという内容で、また自動車の

離合にも支障が出るということで苦情も

いただいていましたので、何度か行って対

応させていただいておりました。その後は、

都市計画課のほうとも連携をとりまして、

ガードを西側の側道に切り込みをつくり

まして、何とか場所の移動をお願いしたい

ということで話をした中で、今の場所につ

いては、そちらのガードの西側の側道で乗

降についてはしていただいている状況で

す。 

 ただ、当初は、ＪＲ千里丘駅西口に流入

すること自身が危険だということで、私ど

ものほうとしましても千里丘交差点を経

由してガード側道、馬渕教室千里丘校の裏

へ行っていただきたいという申し入れは

させていただいたのですけれども、マンシ

ョンの管理組合との協定だとか、信号を２

か所通行することでの朝の時間帯の通勤

者の時間がおくれる等の関係で、なかなか

市の指導には従っていただかなかったと

いう経緯がありまして、せめてバス停の位

置だけでも移動していただいているとい

うような状況となっております。それをも

っても、まだＪＲ千里丘駅西口にはマイク

ロバスが流入していますので、今後はさら

に改善ができるかどうか、委員が提案され

るような改善ができるかどうか、バス事業

者のほうとは話をしていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 そうしたら、最後、要望に

しておきます。 

 なかなかきょうは財政問題については

深い論議ができませんでしたけれども、先

ほど申し上げましたように、そういう状況

はわかっておりますので、約８万５，００

０人の市民の皆さんの暮らしをいかに守

っていくか。そのために今の財政状況、そ

して行政力をいかに生かしていくのかと

いうことを今問われていると思っていま

す。昨年度の決算では、ちょうど市制施行

５０年を迎えまして、５０歳の誕生日を摂

津市は迎えました。これからどういうまち

をつくって約８万５，０００人の市民の暮

らしを守っていくかということが改めて

問われた年度でありましたので、そうした

位置に立っているんだということを含め

て、ぜひ受けとめていただいて、この財政

を活用して市民の暮らしを守ってほしい

ということを再度強調して、終わっていき

たいと思います。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員の質問が終

わりまして、本日はこれで終わりたいと思

います。 

 それでは、散会いたします。 
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（午後４時４４分 散会） 
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